
秦
漢
時
代
の
戸
籍
と
個
別
人
身
支
配

一
本
籍
地
に
関
す
る
考
察
ー

ロ塁

欣

寧

募善滲蓼時を亡の戸寒鋳と個別人身支唇己　（劉）

【
要
約
】
　
戸
籍
制
度
に
は
、
個
別
人
身
支
配
の
手
段
と
し
て
、
人
間
を
土
地
に
繋
げ
て
把
握
す
る
と
い
う
特
徴
が
看
取
で
き
る
。
本
稿
は
新
出
簡
順
を
利

用
し
て
本
籍
地
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
秦
漢
時
代
の
支
配
形
態
の
一
端
を
論
述
し
た
。
ま
ず
、
本
籍
地
が
身
元
表
記
と
さ
れ
て
い
た
理
由
は
、
本
籍
地

に
保
存
さ
れ
る
記
録
に
繋
が
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
統
治
の
た
め
に
必
要
な
個
人
情
報
を
本
籍
地
に
集
中
す
る
仕
組
み
が
あ
り
、
そ
の
人

の
本
籍
地
さ
え
解
れ
ば
、
文
書
一
通
で
か
れ
の
履
歴
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
伝
の
申
請
手
続
き
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
個

人
情
報
を
保
管
す
る
の
は
主
と
し
て
本
籍
の
あ
る
郷
で
あ
っ
た
が
、
県
も
そ
れ
を
検
校
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
里
は
文
書
と
無
関
係
に
あ
り
、
別
の

手
段
で
民
を
把
握
し
て
い
た
。
最
後
に
、
刑
徒
の
身
元
表
記
か
ら
考
察
し
た
結
果
、
刑
徒
に
は
本
籍
地
が
な
か
っ
た
こ
と
が
解
っ
た
。
戸
籍
は
里
に
居
住

す
る
人
々
を
対
象
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
刑
徒
は
里
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
た
め
、
戸
籍
か
ら
も
消
し
去
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
五
巻
六
号
二
〇
＝
一
年
一
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
国
に
お
い
て
は
、
『
商
君
書
』
境
内
に
「
四
境
の
内
、
丈
夫
・
女
子
皆
名
上
に
有
り
、
生
ま
る
れ
ば
著
し
、
死
ぬ
れ
ば
削
ず
る
」
と
あ

る
よ
う
に
、
戸
籍
制
度
の
成
立
を
契
機
に
個
別
人
身
支
配
が
完
成
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
戦
国
晩
期
に
開
始
し
た
戸
籍
制
度
は
、
秦
漢
時

代
に
そ
の
最
初
の
成
熟
期
に
入
っ
た
の
で
、
秦
漢
蒔
代
は
そ
の
原
初
形
態
に
つ
い
て
観
察
す
る
の
に
最
も
適
切
な
時
期
と
書
え
る
。
そ
も
そ
も
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秦
漢
時
代
に
お
い
て
一
人
｝
人
に
対
す
る
支
配
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ど
の
程
度
ま
で
実
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
本
籍
地
と

い
う
戸
籍
制
度
特
有
の
概
念
を
中
心
に
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
近
年
、
出
土
史
料
が
豊
富
に
な
り
、
秦
漢
の
戸
籍
制
度
に
か
ん
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
出
土
史
料
の
中
で
は
ほ
ぼ
古
律
や

戸
口
簿
し
か
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
制
度
そ
の
も
の
に
止
ま
ら
ず
、
制
度
を
通
し
た
支
配
の
様
相
を
具
体
的
に
復
元
し
た
い
た
め
、
文

書
の
利
用
も
試
み
る
。
二
〇
＝
年
に
長
く
待
望
さ
れ
て
い
た
二
種
の
簡
腰
が
一
部
公
開
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
甘
粛
省
金
噴
射
か
ら
出
土
し

た
漢
の
辺
境
に
お
け
る
聖
水
金
関
の
文
書
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
湖
南
省
里
耶
鎮
か
ら
出
土
し
た
秦
（
統
一
前
後
を
跨
が
り
）
の
洞
庭
郡
遷
監
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
文
書
で
あ
る
。
こ
の
二
種
の
新
出
簡
憤
も
取
り
上
げ
る
。

　
①
　
隅
…
聖
水
金
関
漢
簡
（
萱
）
㎞
（
中
西
書
局
、
二
〇
一
一
年
目
。
『
黒
土
秦
簡
（
萱
）
㎞
　
　
　
　
　
二
〇
＝
一
年
）
は
文
字
釈
読
や
簡
績
接
合
に
つ
い
て
旧
里
耶
秦
簡
（
萱
）
㎞
に
対

　
　
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
。
両
者
と
も
五
鮒
に
分
け
て
出
版
さ
れ
る
予
定
　
　
　
　
　
し
修
正
を
加
え
た
。
本
稿
が
引
用
す
る
里
耶
尊
簡
は
『
里
耶
激
騰
績
理
念
（
第
一

　
　
で
あ
る
。
ま
た
陳
偉
編
『
里
耶
秦
簡
績
校
釈
（
第
一
巻
）
』
（
武
漢
大
学
出
版
社
、
　
　
　
　
　
巻
）
』
に
従
っ
て
い
る
。

身
元
表
示
と
し
て
の
本
籍
地

　
周
知
の
よ
う
に
、
秦
漢
時
代
に
お
い
て
は
「
名
書
里
」
、
つ
ま
り
名
前
・
爵
位
な
ど
の
身
分
・
本
籍
地
と
い
う
三
者
が
個
人
の
身
元
表
記
に

用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
本
籍
地
表
記
に
は
主
と
し
て
県
・
里
が
挙
げ
ら
れ
た
た
め
、
「
名
県
爵
里
」
と
も
い
う
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
例

と
し
て
「
茂
陵
顯
武
里
大
夫
司
馬
遷
」
（
噛
史
記
索
膿
太
史
公
自
序
引
『
博
物
志
』
）
が
あ
る
。
爵
位
な
ど
の
身
分
は
個
人
の
権
利
義
務
と
深
く
関

　
　
　
　
①

わ
っ
て
お
り
、
明
示
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
な
ぜ
本
籍
地
も
身
元
表
記
と
し
て
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
っ
た
の
か
。
確
か
に

出
身
地
で
個
人
を
表
記
す
る
の
は
古
来
の
慣
習
で
は
あ
る
の
だ
が
、
と
は
い
え
行
政
上
重
要
視
さ
れ
て
い
た
理
由
は
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ

る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
里
ま
で
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
世
界
史
的
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
本
籍
地
」
と
い
う
も
の
は
、
戸
籍
制
度
独
特
の
概
念
と
み
て
間
違
い
な
い
。
戸
籍
制
度
は
東
ア
ジ
ア
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
か
存
在
し
な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
西
洋
の
身
分
登
録
制
度
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。
身
分
登
録
制
度
に
お
い
て
は
、
出
生
・
結
婚
・
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死
亡
は
独
立
し
て
登
録
さ
れ
て
お
り
、
個
人
情
報
を
一
括
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
く
に
出
生
・
結
婚
・
死
亡
が
異
な
る
地
点
で
起

こ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
現
地
の
行
政
官
庁
に
お
い
て
登
録
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
調
べ
よ
う
と
し
て
も
調
べ
る
術
が
な
い
。
一
方
、

戸
籍
制
度
に
お
い
て
は
本
籍
地
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
。
個
人
情
報
は
本
籍
地
に
集
中
さ
れ
る
た
め
、
本
籍
地
の
行
政
官
庁
さ
え
調
べ
れ
ば

す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
、
芦
籍
制
度
は
、
地
域
を
以
て
飼
人
を
把
握
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決

し
て
人
間
の
移
動
を
制
限
す
る
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
人
間
が
移
動
す
る
場
合
こ
そ
、
本
籍
地
の
役
割
は
最

大
限
に
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
籍
地
の
こ
の
よ
う
な
情
報
集
中
管
理
の
役
割
は
、
戸
籍
制
度
が
創
設
さ
れ
て
間
も
な
い
秦
漢
時
代
に
お
い
て
す
で
に
確
認
で
き
る
。
そ
れ

は
本
籍
地
が
身
元
表
記
に
用
い
ら
れ
た
原
因
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
論
証
し
て
み
た
い
。

（一

j

秦漢時代の戸籍と個別人身支配（劉）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
戸
籍
制
度
の
成
立
に
と
も
な
い
、
民
の
把
握
方
法
は
血
縁
か
ら
地
縁
へ
転
換
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
戸
籍
は
贋
住
地
に
従
っ
て
編
纂
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
就
学
・
仕
窟
・
服
役
な
ど
で
一
時
的
に
本
籍
地
を
離
れ
た
場
合
を
除
け
ば
、
秦
漢
時
代
に
は
本
籍
地
は
大
抵
居
住
地
と
一
致

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
て
い
た
。
移
住
の
際
に
は
「
徒
数
」
と
い
う
戸
籍
（
「
数
」
・
「
名
数
」
と
も
云
う
）
の
移
転
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
本
人
の
申
し
出
か
ら
始
ま

り
、
受
理
し
た
官
吏
は
次
の
よ
う
な
手
続
き
を
進
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
有
移
徒
者
、
軌
黒
戸
及
年
籍
豊
漁
徒
所
、
並
封
。
留
目
移
、
移
不
重
縫
、
及
實
不
徒
数
盈
十
日
、
皆
罰
金
四
爾
、
数
在
所
正
典
良
禽
、
與
岡
罪
。
（
「
二
年
律

　
令
」
G
。
b
⊃
G
Q
I
G
。
N
Φ
）

　
住
居
を
移
す
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
た
び
に
戸
籍
と
年
籍
・
爵
の
詳
細
を
徒
つ
た
所
に
移
送
し
、
あ
わ
せ
て
印
で
封
じ
る
。
そ
れ
を
留
め
て
移
送
し
な
か
っ
た

　
り
、
移
送
し
て
も
封
を
し
て
い
な
い
と
き
、
及
び
実
際
に
名
数
を
徒
さ
な
い
こ
と
が
十
日
に
達
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
罰
金
四
両
。
名
数
の
在
る
所
の
正
や
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
が
告
さ
な
け
れ
ば
、
与
同
罪
。
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戸
籍
の
み
な
ら
ず
、
年
齢
や
爵
位
に
関
す
る
名
籍
も
、
厳
密
な
手
続
き
を
経
て
、
新
し
い
本
籍
地
に
移
転
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
個
人
情
報
は
ば
ら
ば
ら
に
な
ら
ず
、
常
に
現
在
の
本
籍
地
に
お
い
て
完
全
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し

た
湖
度
は
本
籍
地
の
行
政
官
庁
に
と
っ
て
は
、
管
理
下
の
民
を
支
配
す
る
の
に
非
常
に
有
用
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
他
の
行

政
官
庁
も
、
個
人
情
報
が
必
要
な
場
合
に
は
、
本
籍
地
の
行
政
官
庁
に
問
い
合
わ
せ
れ
ば
簡
単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
睡
虎
地
黒
簡

「
封
診
式
」
に
格
好
の
例
が
あ
る
。

　
有
鞠
　
敢
告
某
縣
主
、
男
子
某
有
鞄
、
欝
日
、
一
士
五
（
伍
）
、
居
前
里
。
」
可
（
何
）
定
摘
葉
里
、
所
坐
論
云
可
（
何
）
、
可
（
何
）
罪
赦
、
或
覆
問
母

　
　
（
無
）
有
。
遣
識
者
、
以
律
封
守
、
當
騰
、
騰
皆
爲
報
、
敢
告
主
。
（
「
封
葬
式
」
O
為
）

　
有
繋
　
某
県
の
責
任
者
に
通
達
し
ま
す
。
男
子
の
某
は
審
理
を
受
け
、
「
士
伍
で
某
里
に
居
す
る
」
と
供
述
し
ま
し
た
。
彼
の
名
前
・
身
分
・
本
籍
地
は
何

　
か
、
か
つ
て
い
か
な
る
罪
に
坐
し
た
か
、
い
か
な
る
罪
が
赦
免
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
犯
罪
調
査
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
。
知
っ
て
い
る
者
を
派
遣
し
て

　
律
の
規
定
通
り
資
産
や
家
族
を
差
し
押
さ
え
て
下
さ
い
。
書
き
写
し
た
の
ち
、
す
べ
て
返
答
し
て
下
さ
い
。
以
上
通
達
し
ま
す
。

こ
れ
は
「
男
子
某
」
を
審
理
す
る
た
め
に
、
「
写
照
」
す
な
わ
ち
彼
の
本
籍
が
あ
る
県
に
照
会
を
請
求
す
る
文
書
で
あ
る
。
彰
浩
氏
・
宮
繋
舟

氏
に
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
は
告
発
を
受
理
し
た
県
廷
を
審
理
機
関
と
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
犯
罪
の
発
生
地
や
被
疑
者
の
本
籍
地
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
わ
け
で
は
な
い
（
「
発
覚
地
点
主
義
」
）
。
従
っ
て
本
籍
地
に
照
会
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
単
な
る
身
元
確
認
に
と
ど
ま
ら
ず
、
刑
の
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

重
に
影
響
を
与
え
る
諸
条
件
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
照
会
の
主
要
な
目
的
で
あ
る
と
、
籾
山
明
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
「
封
診
式
」
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
同
類
の
書
式
を
整
理
す
る
と
、
必
要
に
応
じ
て
照
会
さ
れ
る
項
目
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
一
、
可
（
何
）
定
名
事
里
　
名
前
・
身
分
・
本
籍
地
は
何
と
定
め
ら
れ
る
か

　
～
、
所
坐
論
云
可
（
何
）
一
い
か
な
る
罪
に
坐
し
た
か

　
一
、
可
（
何
）
罪
赦
　
い
か
な
る
罪
を
赦
免
さ
れ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
～
、
覆
問
母
（
無
）
有
　
犯
罪
調
査
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
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一
、
幾
籍
亡
　
い
く
た
び
逃
亡
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
た
か

　
一
、
亡
及
適
事
各
幾
可
（
何
）
日
　
逃
亡
お
よ
び
樒
役
を
逃
れ
る
こ
と
は
各
々
幾
日
か

　
一
、
甲
賞
（
嘗
）
身
免
丙
復
臣
之
不
殴
（
也
）
　
甲
は
か
つ
て
丙
を
放
免
し
て
ま
た
臣
と
し
た
か

こ
こ
か
ら
、
本
籍
地
が
掌
握
す
る
個
人
情
報
は
、
名
前
・
年
齢
・
爵
位
な
ど
の
基
本
資
料
を
大
幅
に
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が

解
る
。
犯
罪
・
審
理
・
赦
免
・
逃
亡
・
径
役
お
よ
び
身
分
変
更
の
履
歴
が
す
べ
て
本
籍
地
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら

は
本
籍
地
で
管
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
本
籍
地
に
膨
大
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
当
人
の

本
籍
地
さ
え
解
れ
ば
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
連
結
す
る
手
段
が
獲
得
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
本
籍
地
は
身
元
表
示
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
な
の

で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

（一

黶j

秦漢時代の戸籍と個別人身支配（劉）

　
た
だ
し
、
な
ぜ
本
籍
地
が
こ
う
し
た
個
人
情
報
を
保
有
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
逃
亡
と
樒
役
の
履
歴
に
つ

い
て
は
、
確
か
に
本
籍
所
属
の
行
政
官
庁
が
知
ら
な
い
わ
け
が
な
い
。
そ
の
一
方
、
裁
判
関
係
の
履
歴
は
そ
う
で
は
な
い
。
前
述
し
た
「
発
覚

地
点
主
義
」
に
よ
る
と
、
審
理
機
関
は
必
ず
し
も
被
疑
者
の
本
籍
地
と
｝
致
し
な
い
。
従
っ
て
、
裁
判
記
録
は
必
ず
し
も
本
籍
地
に
保
存
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
本
籍
地
に
照
会
し
て
も
、
裁
判
履
歴
が
解
ら
な
い
、
も
し
く
は
一
部
分
し
か
解
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
過
去
の
裁
判
履
歴
が
量
刑
に
影
響
す
る
以
上
、
不
完
全
な
履
歴
に
し
た
が
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
完
全
な
履
歴
を
手
に
入
れ

る
た
め
、
す
べ
て
の
審
理
機
関
へ
当
人
の
こ
と
を
逐
　
問
い
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
本
籍
地
に

あ
る
情
報
は
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
本
籍
地
に
だ
け
照
会
す
れ
ば
事
足
り
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
「
裁
判
記
録
を
本
籍
地
に
集
中
さ
せ
る
仕
組
み
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
審
理
機
関
は
た
だ
一
方
的

に
本
籍
地
に
情
報
を
請
求
す
る
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
結
果
も
本
籍
地
に
通
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
拠
は
辺
境
の
暦
延
漢
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簡
か
ら
得
ら
れ
る
。

　
張
液
郡
肩
水
庚
候
官
本
始
三
年
獄
計
　
　
坐
從
軍
假
工
官
Z

　
田
卒
准
陽
郡
葉
商
里
高
奉
親
　
　
　
　
　
已
移
家
在
所
（
卜
。
ゆ
ω
・
刈
）

こ
れ
は
漢
宣
帝
本
釜
三
年
（
前
七
　
年
）
の
張
腋
蛍
光
水
心
候
官
の
「
獄
計
」
で
あ
る
。
「
某
年
獄
計
」
と
い
う
形
か
ら
す
れ
ば
、
「
獄
計
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

は
訴
訟
に
関
す
る
逐
年
的
記
録
の
よ
う
で
あ
る
。
田
卒
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
准
陽
郡
莱
県
商
里
出
身
の
高
奉
親
は
「
建
軍
假
工
官
」
云
々

（
お
そ
ら
く
物
品
の
借
貸
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
）
の
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
断
簡
の
た
め
裁
判
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
。
最
後
の

「
罵
言
家
在
所
」
は
や
や
理
解
に
苦
し
む
。
「
す
で
に
家
の
在
る
と
こ
ろ
に
移
し
た
」
と
訳
し
う
る
が
、
そ
も
そ
も
何
を
移
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

高
奉
呈
本
人
の
身
柄
が
送
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
服
役
中
の
田
卒
の
場
合
で
あ
る
か
ら
考
え
が
た
い
。
只
事
に
お
い
て
、
文
書
用
語
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
「
移
」
は
お
お
よ
そ
文
書
伝
達
の
意
味
で
あ
り
、
統
属
関
係
に
な
い
横
の
連
繋
で
使
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
家
の
在
る
と
こ
ろ
に
移
し
た

の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
獄
計
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
高
奉
親
に
関
わ
る
「
本
始
三
年
獄
計
」
は
、
す
で
に
彼
の
本
籍
地
に
通
達
し
た
と
い

う
こ
と
を
指
す
。
身
柄
や
事
件
発
生
地
は
本
籍
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
て
も
、
本
籍
地
は
そ
の
犯
罪
履
歴
を
漏
れ
な
く
確
実
に
把
握
し
て
い
た

　
　
　
　
　
⑬

と
書
っ
て
よ
い
。

　
「
獄
計
」
の
例
は
江
蘇
邦
江
胡
場
五
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
腰
に
も
見
え
る
。

　
柵
七
年
十
二
月
撫
子
黄
熱
卯
、
廣
陵
宮
司
空
長
薯
、
丞
聖
王
表
土
主
。
廣
離
石
里
男
子
王
奉
世
有
獄
事
、
事
巳
、
復
故
郡
郷
里
、
遣
自
致
、
移
指
穴
三
八

　
年
獄
計
、
承
書
從
事
、
如
律
令
。

　
　
（
広
陵
属
王
）
四
十
七
年
（
前
七
一
年
目
十
二
月
丙
子
笹
辛
卯
（
十
六
日
）
、
広
陵
宮
司
空
長
の
前
、
丞
の
□
が
地
下
の
責
任
者
に
通
達
し
ま
す
。
広
陵
石

　
黒
の
男
子
王
奉
世
に
は
獄
事
が
あ
り
ま
し
た
が
、
す
で
に
完
結
し
た
の
で
、
元
の
郡
郷
里
に
戻
り
ま
す
。
自
ら
赴
か
せ
ま
す
。
四
十
八
年
の
獄
計
を
地
下
に

　
送
り
ま
す
。
文
書
を
受
け
取
っ
た
ら
律
令
の
通
り
に
取
り
扱
っ
て
頂
き
た
い
。

こ
れ
は
現
世
の
文
書
を
擬
制
し
た
冥
界
宛
の
文
書
で
あ
る
。
「
廣
陵
石
面
男
子
王
奉
世
」
は
墓
主
で
あ
る
た
め
、
宛
先
の
「
土
主
」
は
そ
の
死
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⑭

後
の
本
籍
地
の
官
吏
と
理
解
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
「
有
獄
裡
」
と
は
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と
を
指
し
、
発
信
者
の
「
古
陵
宮
司
空
長
前
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

等
は
そ
の
裁
判
の
担
当
者
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
墓
主
の
裁
判
が
す
で
に
完
結
し
、
故
郷
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
本
籍
地
に
知
ら

せ
る
と
と
も
に
、
相
関
す
る
「
冊
八
年
獄
計
」
を
本
籍
地
に
送
る
と
い
う
旨
の
簡
で
あ
る
。
考
古
調
査
に
よ
り
実
際
に
墓
主
は
死
に
至
る
刑
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
受
け
た
可
能
性
が
高
い
が
、
こ
の
文
書
で
は
「
疑
獄
事
、
事
已
」
と
い
う
曖
昧
な
、
な
い
し
は
虚
偽
の
表
現
を
使
う
こ
と
で
、
墓
主
が
潔
白

な
人
と
し
て
冥
界
に
赴
く
か
の
よ
う
に
仕
立
て
て
い
る
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
世
に
お
い
て
裁
判
の
結
果
は
「
獄
計
」
で
本
籍
地
に
通

達
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
裁
判
記
録
に
関
し
て
、
各
官
庁
問
に
は
情
報
の
流
通
・
累
積
・
共
有
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
本
籍
地
は
ま
さ
に
そ

の
か
な
め
の
地
位
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
書
行
政
が
発
達
し
て
い
た
秦
漢
帝
国
な
ら
で
は
の
シ
ス
テ
ム
と
言
え
よ
う
。

（
三
）

　
さ
て
、
本
籍
地
に
送
ら
れ
た
裁
判
記
録
は
、
編
纂
さ
れ
て
名
籍
の
か
た
ち
に
仕
立
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
本
籍
地
」
と
い
う

雷
い
方
は
漠
然
と
し
す
ぎ
て
お
り
、
実
際
に
地
方
行
政
に
は
郡
・
県
・
郷
・
里
の
行
政
官
庁
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
名
籍
を
扱
っ

て
い
た
の
は
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
行
政
官
庁
で
あ
ろ
う
か
。
近
年
、
「
二
年
律
令
」
な
ど
の
公
表
に
よ
り
、
戸
籍
は
郷
で
作
成
さ
れ
保
存
さ
れ
る

と
い
う
説
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
き
た
。
ま
た
、
前
掲
し
た
「
封
診
式
」
に
は
郷
宛
て
の
文
書
が
あ
る
。

　
鯵
丞
某
面
罵
郷
主
。
男
子
丙
有
田
、
辞
日
、
「
某
里
士
五
（
伍
）
甲
臣
。
」
其
定
名
田
里
、
所
坐
論
云
可
（
何
）
、
可
（
何
）
罪
赦
、
或
覆
問
母
（
無
）
有
、

　
甲
賞
（
嘗
）
身
免
丙
復
臣
之
不
殴
（
也
）
。
以
律
封
守
之
、
到
四
書
言
。
（
「
封
診
式
」
ω
O
ム
一
）

　
爵
丞
某
が
某
郷
の
責
任
者
に
通
達
し
ま
す
。
男
子
の
丙
は
審
理
を
う
け
、
「
某
里
の
士
伍
の
甲
の
臣
で
あ
る
」
と
供
述
し
ま
し
た
。
彼
の
名
前
・
身
分
・
本

　
籍
地
は
何
か
、
い
か
な
る
罪
に
坐
し
た
か
、
い
か
な
る
罪
が
赦
免
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
犯
罪
調
査
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
、
甲
は
か
つ
て
丙
を
放
免
し

　
て
ま
た
臣
と
し
た
か
。
律
の
規
定
通
り
資
産
や
家
族
を
差
し
押
さ
え
て
下
さ
い
。
到
着
し
た
ら
文
書
で
返
答
し
て
下
さ
い
。
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籾
山
氏
は
、
被
疑
者
の
本
籍
が
自
県
に
あ
る
場
合
、
お
よ
び
他
県
か
ら
照
会
を
受
け
た
場
合
、
県
は
管
轄
下
の
該
当
す
る
郷
に
上
掲
の
文
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

送
り
照
会
を
行
っ
た
、
す
な
わ
ち
戸
籍
や
諸
記
録
を
把
握
し
て
い
る
の
は
県
で
は
な
く
郷
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
獄
計
」

な
ど
の
文
書
は
本
籍
所
在
の
郷
ま
で
送
達
さ
れ
て
整
理
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
『
後
漢
書
隔
百
官
志
に
よ
る
と
、
郷
の
責
任
者
で
あ
る

有
秩
か
牛
夫
の
職
責
は
「
民
の
善
悪
を
知
り
、
役
の
先
後
を
爲
し
、
民
の
貧
富
を
知
り
、
賦
の
多
少
を
爲
し
、
其
の
差
品
を
平
か
に
す
る
を
早

る
」
こ
と
に
あ
る
。
貧
富
の
程
度
や
賦
役
へ
の
服
役
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
名
籍
が
あ
り
、
「
善
悪
」
の
根
拠
と
な
る
も
の
と
は
郷

に
所
蔵
さ
れ
る
裁
判
関
係
の
名
籍
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
た
だ
し
、
「
二
年
律
令
」
に
見
る
と
お
り
、
郷
は
年
ご
と
に
簿
籍
の
副
本
を
県
廷
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
三
宅
圓
・
戸
籍
・
年
細
籍
・
田
比
地
籍
・
出
合
籍
・
田
租
籍
、
露
霜
上
弓
廷
、
下
馴
薩
若
匝
置
盛
、
絨
閉
、
以
令
若
丞
・
官
齎
炎
印
封
、
濁
別
劇
毒
、
封
府

　
戸
。
飾
（
即
）
有
當
治
益
者
、
令
史
・
吏
主
脚
完
封
題
目
漏
電
印
、
畜
夫
號
、
軍
記
治
為
、
□
□
巴
、
軌
復
絨
閉
封
減
（
藏
）
、
不
從
二
者
罰
金
二
四
爾
。

　
　
（
門
二
年
律
令
」
ω
ω
一
山
G
。
ω
）

　
民
の
宅
図
・
戸
籍
・
年
昇
藤
・
町
鳶
地
籍
・
田
落
籍
・
田
租
籍
は
、
謹
ん
で
副
本
を
作
っ
て
田
圃
に
提
出
し
、
い
ず
れ
も
簾
も
し
く
は
厘
匿
に
収
め
、
ひ
も

　
を
か
け
て
封
じ
、
令
も
し
く
は
丞
の
印
と
官
薔
夫
の
印
と
で
封
印
し
、
別
個
に
文
書
蔵
を
作
り
、
そ
の
扉
を
封
印
す
る
。
も
し
取
り
扱
う
べ
き
こ
と
が
あ
れ

　
ば
、
令
史
・
吏
の
担
当
者
が
封
を
し
た
ま
ま
で
、
令
も
し
く
は
丞
の
印
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
、
商
夫
が
開
封
し
、
共
同
で
行
う
。
そ
の
こ
と
が
終
わ
れ
ば
、

　
そ
の
た
び
ご
と
に
ま
た
ひ
も
を
か
け
て
封
を
し
て
、
収
蔵
す
る
。
律
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
罰
金
四
両
。

裁
判
関
係
の
名
籍
も
野
鼠
に
呈
上
す
る
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
最
近
公
表
し
た
里
耶
秦
簡
に
は
そ
れ
ら
し
き
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　
戸
曹
計
録
　
　
郷
戸
計
縁
計
器
計
租
質
計
田
提
封
計
暴
計
売
計
　
凡
七
計
（
○
。
ム
○
。
Q
。
）

県
の
戸
曹
に
七
つ
の
「
計
録
」
が
あ
る
。
胡
平
生
氏
は
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
郷
吏
が
各
種
の
名
籍
を
も
と
に
集
計
し
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
⑬

推
測
し
て
い
る
。
そ
の
申
に
「
鞠
計
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
『
説
文
解
字
』
傘
部
に
「
籍
、
窮
治
里
人
也
」
と
あ
る
。
鞠

は
審
理
・
裁
判
と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、
「
鞠
計
」
は
お
そ
ら
く
裁
判
の
記
録
な
い
し
は
記
録
に
基
づ
い
た
統
計
で
あ
ろ
う
。
県
廷
に
は
裁
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判
を
担
当
す
る
「
獄
」
が
あ
り
、
む
ろ
ん
裁
判
記
録
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
戸
曹
に
保
管
さ
れ
て
い
た
は
ず
は
な
い
。

や
は
り
管
轄
下
に
お
け
る
人
々
の
裁
判
に
関
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
次
の
一
例
は
、
す
な
わ
ち
郷
が
県
の
戸
曹
へ
郷
民
の
裁
判
記
録
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

□図［Z］図［Z】

五主書署枳
年戸謁其郷
十登告犯守
二’＿濃糾
月敢遷＿敢
　言一爲＿
　之　一言
Z図図［Z］図

　
…
…
枳
郷
守
の
糾
が
申
し
上
げ
ま
す
。
遷
陵
が
移
し
た
文
書
に
は
、

　
年
月
日
は
記
入
（
し
て
い
な
い
）

　
下
し
て
返
答
せ
よ
。
…
…
主
戸
が
開
封
す
る

　
二
月
辛
酉
朔
庚
午
（
十
日
）
、

断
片
で
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、

さ
れ
た
郷
が
県
に
再
報
告
す
る
と
い
う
経
緯
の
文
書
で
あ
ろ
う
。

　
⑲つ

た
。
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
記
録
は
戸
曹
の

秦
簡
に
お
け
る
「
司
空
曹
計
録
」

は
部
門
ご
と
に
「
計
録
」
と

録
」
が
簿
籍
の
集
計
で
あ
れ
ば
、

は
な
い
と
、
勤
務
評
定
も
定
め
ら
れ
な
い
た
め
、

概
算
に
お
け
る
歪
計
は

【
之
】
、
遷
陵
移
佐
士
五
（
伍
）
根
郷
里
居
坐
暴
論

非
年
月
日
、
不
可
以
定
課
、
今
爲
論
報

陵
、
具
署
居
犯
濃
爲
非
日
為
報

山
ハ
月
己
西
同
、
枳
郷
｛
寸
糾
祠
取
二
質
之
、
謁

辛
酉
朔
庚
午
、
根
郷
守
定
（
。
。
為
ま
正
＋
G
。
山
㎝
。
。
。
。
正
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
佐
で
あ
り
士
五
で
あ
る
枳
郷
里
の
居
が
謀
…
…
に
坐
す
る
件
、
そ
の
犯
行
を
犯
し
た

　
た
め
、
勤
務
評
定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
面
す
ぐ
写
し
て
遷
陵
に
報
告
せ
よ
。
居
の
犯
行
し
た
B
を
つ
ぶ
さ
に
記

　
　
　
　
　
　
（
と
指
定
せ
よ
）
」
と
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
六
月
己
酉
、
枳
船
守
の
糾
が
申
し
上
げ
ま
す
。
…
…
五
年
十

枳
郷
守
の
定
…
－

　
　
恐
ら
く
郷
が
提
出
し
た
名
籍
に
は
当
郷
の
居
と
い
う
人
の
犯
行
日
時
が
漏
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
県
に
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
主
戸
獲
」
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
郷
が
発
信
し
た
文
書
の
宛
先
は
事
事
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
「
鞠
計
」
に
入
る
の
で
は
な
い
か
。
「
不
可
以
定
課
」
と
い
う
の
も
注
目
に
値
す
る
。
里
耶

　
（
。
。
ム
。
。
O
）
と
「
司
空
解
志
」
（
。
。
ム
。
。
O
）
、
「
倉
曹
計
録
」
（
C
。
ム
。
。
一
）
と
「
倉
篤
志
」
（
G
。
虞
㊤
㎝
）
に
よ
れ
ば
、
県
で

「
課
志
」
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
戸
戸
志
」
も
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
だ
け
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
計

　
「
課
志
」
は
「
計
録
」
に
基
づ
い
た
勤
務
評
定
の
記
録
で
あ
ろ
う
。
郷
が
提
出
し
た
慰
籍
は
完
全
な
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
情
報
源
で
あ
る
郷
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
郷
の
簿
籍
↓
戸
曹
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の
計
録
↓
戸
曹
の
課
志
と
い
う
ル
ー
ト
が
再
現
で
き
る
。

　
し
か
し
別
の
観
点
か
ら
呪
う
と
、
県
が
つ
ね
に
郷
か
ら
名
籍
を
送
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
「
封
診
式
」
の
よ
う
に
郷
に
照
会
す
る
必
要

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
胡
平
生
氏
は
上
掲
の
「
二
年
律
令
」
に
基
づ
き
、
コ
月
面
資
料
は
県
廷
に
提
出
さ
れ
た
あ
と
、

厳
密
に
封
印
さ
れ
保
管
さ
れ
る
。
調
べ
た
り
使
っ
た
り
す
る
手
続
き
が
煩
雑
な
の
で
、
一
般
の
官
吏
に
と
っ
て
は
実
に
利
用
し
難
い
。
思
い
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
下
級
の
雲
叢
に
、
郷
に
保
存
さ
れ
る
文
書
を
直
に
照
合
せ
よ
と
指
示
し
た
方
が
便
利
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
、
県
に
提
出

し
た
後
に
変
更
が
加
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
場
合
を
考
慮
す
れ
ば
、
郷
こ
そ
最
新
の
記
録
を
把
握
し
て
お
り
、
慎
重
を
期
す
た
め
に
郷
に
照

合
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
名
籍
を
利
用
し
た
支
配
体
制
に
お
い
て
、
情
報
の
中
枢
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
の

は
郷
で
あ
る
が
、
県
も
名
籍
を
確
実
に
把
握
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
郷
の
下
の
里
は
名
籍
の
管
理
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
、
身
元
表
示
に
お
け
る
本
籍
地
は
県
里
で
示
さ
れ
て
い
る
。
も
し
郷
が
戸
籍
を
把
握
す
る
の
に
最
も
重

要
な
官
庁
で
あ
っ
た
な
ら
、
な
ぜ
郷
名
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
理
由
か
ら
戸
籍
が
郷
で
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を
否
定
す
る
研

　
　
　
　
　
⑳

究
者
さ
え
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
戸
籍
は
里
に
生
活
す
る
も
の
を
対
象
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
里
国
は
欠
か
せ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
本
籍
地
表
示
の
目
的
は
そ
れ
が
個
人
情
報
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
繋
が
る
手
が
か
り
で
あ
っ

た
と
す
で
に
論
じ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
里
心
の
提
示
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
い
か
。
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
・
地
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

志
に
お
け
る
成
営
営
の
資
料
で
概
算
す
れ
ば
、
平
均
し
て
郷
ご
と
に
一
八
四
七
戸
、
九
千
人
が
い
る
。
黒
名
を
提
示
し
な
い
と
、
同
姓
同
名
の

人
違
い
が
避
け
ら
れ
な
い
し
、
名
簿
の
検
索
も
大
変
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
一
方
、
県
名
が
提
示
さ
れ
れ
ば
所
属
の
郡
も
解
る
よ
う

に
、
一
県
の
範
囲
で
も
、
里
名
が
提
示
さ
れ
れ
ば
所
属
の
郷
が
解
る
。
そ
の
た
め
「
県
里
」
の
み
提
示
す
る
の
は
、
最
も
効
率
的
で
不
都
合
が

生
じ
な
い
方
法
な
の
で
あ
る
。
養
畜
秦
簡
に
「
吊
篭
（
鷹
）
墨
黒
人
名
者
（
こ
の
里
の
人
名
に
合
致
す
る
者
な
し
）
」
（
G
。
歯
）
と
あ
り
、
名
籍
の
中
に

あ
る
里
の
範
囲
で
人
名
を
調
べ
て
い
る
役
人
の
姿
が
見
え
る
。
何
に
せ
よ
、
身
元
表
示
の
形
式
の
み
か
ら
地
方
官
庁
の
役
割
分
担
を
推
論
す
る

こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
節
を
改
め
て
官
庁
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
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①
爵
位
に
と
も
な
う
権
利
に
関
し
て
は
、
覆
嶋
定
生
の
論
考
が
今
な
お
参
考
に
値

　
す
る
。
西
嶋
定
生
「
二
十
等
爵
制
の
機
能
i
と
く
に
民
爵
に
つ
い
て
1
扁

　
（
同
氏
『
中
国
古
代
帝
国
の
形
成
と
構
造
一
二
十
等
爵
制
の
研
究
1
』
東
京

　
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
年
）
。
ま
た
「
二
年
律
令
」
の
公
表
後
（
二
〇
〇
一
年
）

　
に
も
多
く
の
研
究
が
為
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
本
宅
潔
「
漢
初
の
二
十
等
爵
制

　
－
民
爵
に
附
帯
す
る
特
権
と
そ
の
継
承
一
」
（
冨
谷
至
編
『
江
陵
張
家
山
二

　
四
七
号
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
　
論
考
篇
』
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。

②
身
分
登
録
制
度
に
つ
い
て
は
比
較
家
族
史
学
会
監
修
、
利
谷
信
義
・
平
松
絋
・

　
鎌
田
浩
編
集
『
戸
籍
と
身
分
登
録
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
六
年
）
を

　
参
照
。

③
杜
正
勝
㎎
編
戸
斉
艮
－
伝
統
政
治
社
会
結
構
之
形
成
㎞
（
聯
経
出
版
事
業
公

　
司
、
一
九
九
〇
年
）
第
一
章
を
参
照
。

④
睡
虎
地
秦
簡
「
法
律
答
問
」
｝
ミ
簡
「
甲
徒
居
、
徒
数
、
謁
吏
、
吏
環
、
弗
爲

　
更
籍
。
今
甲
膚
耐
・
質
罪
、
監
吏
可
（
何
）
論
。
耐
以
上
、
當
貨
二
甲
」
に
よ
る

　
と
、
「
徒
居
」
は
住
居
を
移
す
こ
と
、
「
徒
数
扁
は
戸
籍
を
移
す
こ
と
と
い
う
使
い

　
分
け
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
徒
数
は
本
人
で
吏
へ
出
頭
し
て
行
う
手
続
き

　
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
『
養
虎
地
秦
墓
竹
簡
㎞
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
。

⑤
陳
剣
は
こ
こ
の
「
天
童
が
「
紬
扁
と
釈
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
紬
」

　
は
今
の
と
こ
ろ
理
解
し
難
い
た
め
原
釈
を
採
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
文
例
か
ら
こ

　
の
字
は
簿
籍
の
意
味
の
は
ず
だ
と
い
う
発
想
は
傾
聴
に
値
す
る
。
陳
剣
「
読
案
漢

　
簡
札
記
三
篇
扁
（
『
出
土
文
献
与
古
文
字
研
究
（
第
四
輯
）
』
上
海
古
籍
出
版
社
、

　
二
〇
一
一
年
）
。

⑥
「
二
年
律
令
」
の
釈
文
は
原
則
と
し
て
彰
浩
・
陳
偉
・
工
藤
元
男
編
『
二
年
律

　
令
与
奏
識
書
藁
家
山
二
四
七
号
漢
墓
出
土
法
律
文
献
釈
読
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、

　
二
〇
〇
七
年
）
に
従
っ
て
お
り
、
翻
訳
は
主
に
冨
谷
至
編
噸
江
陵
張
家
山
二
四
七

　
骨
壷
出
土
漢
律
令
の
研
究
　
訳
注
篇
』
（
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
し

　
て
い
る
。

⑦
彰
浩
「
談
《
奏
講
書
》
中
皿
代
和
束
周
時
期
的
案
例
」
（
『
文
物
協
一
九
九
五
－

　
三
）
。
窟
試
論
「
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
一
張
家
山
漢
簡
《
奏
認
轡
》
よ
り
見

　
た
一
」
（
囎
史
林
㎞
八
一
一
二
、
一
九
九
八
年
）
。

⑧
籾
山
明
「
秦
の
裁
判
制
度
の
復
元
扁
（
林
巳
奈
夫
編
㎎
戦
国
時
代
出
土
文
物
の

　
研
究
㎞
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
五
年
）
、
「
嚢
漢
時
代
の
刑
事
訴

　
訟
」
（
同
氏
隅
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
無
．
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇

　
六
年
）
。

⑨
睡
着
地
秦
簡
「
封
診
式
」
①
山
「
有
鞠
」
、
一
㌣
竃
「
覆
扁
、
ω
宇
虹
「
告
臣
」
、

　
誌
ム
㎝
門
鯨
妾
」
を
参
照
。

⑳
「
覆
問
」
の
解
釈
は
籾
山
明
門
秦
の
裁
判
制
度
の
復
元
」
に
従
っ
て
い
る
。

⑪
『
漢
書
㎞
地
理
志
に
よ
れ
ば
准
陽
郡
に
は
引
上
が
な
い
た
め
、
生
直
は
莱
が
苦

　
の
誤
写
と
指
摘
し
て
い
る
。
陳
直
魍
居
延
宝
簡
解
要
騙
（
『
居
銀
漢
簡
研
究
』
中
華

　
書
局
、
二
〇
〇
九
年
）
。

⑫
角
谷
常
子
「
中
国
古
代
下
達
文
書
的
書
式
」
（
『
簡
舗
研
究
二
〇
〇
七
』
広
西
師

　
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑬
門
工
水
庚
贈
官
」
は
コ
取
水
秘
露
」
と
「
庚
候
官
」
（
8
ω
・
置
O
）
の
こ
と
か
。

　
「
肩
水
諸
候
官
」
が
審
理
機
関
と
し
て
、
そ
れ
と
も
勤
務
機
関
と
し
て
本
籍
地
に

　
「
獄
計
」
を
送
達
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
結
論
が
出
て
い
な
い
。

　
甲
渠
湯
華
に
獄
が
な
か
っ
た
こ
と
は
佐
原
康
夫
氏
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
肩
水

　
金
関
簡
「
水
論
官
獄
至
九
月
己
卯
肩
水
都
」
（
刈
Q
Q
国
｝
一
門
刈
u
一
〇
卜
⊃
）
に
よ
れ
ば
肩
水
候

　
官
に
は
獄
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
佐
原
康
夫
瞥
居
延
漢
画
に
見
え
る
官
吏
の
処

　
罰
」
（
魍
東
洋
史
研
究
㎞
五
六
－
三
、
～
九
九
七
年
）
。

⑭
「
主
扁
の
解
釈
に
つ
い
て
は
鷹
取
祐
司
「
秦
漢
時
代
公
文
書
の
下
達
形
態
」

　
　
（
『
立
命
館
東
洋
史
学
』
三
一
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

⑮
漢
代
の
県
に
は
獄
司
空
が
あ
り
、
獄
の
こ
と
を
掌
る
。
『
漢
官
儀
』
「
緩
和
元
年
、

　
罷
御
史
大
夫
富
、
法
周
制
、
初
置
司
空
。
議
者
又
以
色
道
官
獄
司
空
、
口
覆
加
大
、

　
爲
大
司
空
、
亦
所
以
別
大
小
之
文
。
」
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⑯
「
江
蘇
邦
江
胡
場
五
号
漢
墓
偏
（
『
文
物
』
一
九
八
一
－
一
一
）
。

　
⑰
籾
山
注
⑧
前
掲
論
文
。

　
⑬
胡
平
生
門
新
出
漢
簡
戸
口
簿
籍
研
究
」
（
『
出
土
文
献
研
究
（
第
十
輯
二
中
華

　
　
書
局
、
二
〇
一
　
年
）
。

　
⑲
里
耶
秦
簡
の
他
の
用
例
を
照
合
す
れ
ば
、
「
署
主
戸
獲
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が

　
　
高
い
。
こ
れ
は
開
封
者
指
定
の
意
味
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
籾
山
明
門
湖
南
龍

　
　
山
里
那
秦
簡
概
述
」
（
同
氏
前
掲
『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
㎞
V
、
高
村
武
幸

　
　
　
ひ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く

　
　
「
発
く
」
と
「
発
る
」
1
簡
蹟
の
文
書
送
付
に
関
す
る
語
句
の
理
解
と
関
連
し

　
　
て
一
」
（
『
古
代
文
化
輪
六
十
一
四
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
本
籍
地
発
行
の
証
明
文
書

　
秦
漢
帝
国
に
お
い
て
は
、

行
許
可
書
を
兼
ね
た
身
分
証
明
書
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
」
が
必
要
と
な
る
。

が
判
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
に
、
旅
行
者
に
よ
る
申
請
、
二
に
、

代
表
的
な
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
永
始
五
年
閏
月
己
巳
朔
階
子
、
北
郷
告
夫
患
異
書
之
、

　
延
縣
索
關
、
敢
雷
之
。
閏
月
鱈
子
、

　
　
永
始
五
年
（
前
＝
一
年
）
閏
月
己
巳
朔
旦
子
（
八
日
）
、

　
　
よ
う
と
申
し
立
て
ま
し
た
。
謹
ん
で
調
べ
る
に
、

　
　
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
閏
月
単
子
（
八
日
）
、

　
　
き
た
い
。
橡
の
婁
、
令
史
の
建
。

旅
行
者
本
人
が
旅
行
の
目
的
・
地
点
な
ど
を
郷
に
「
自
雷
」

⑳
胡
氏
の
論
拠
は
、
走
馬
楼
門
簡
に
お
け
る
、
臨
湘
県
功
曹
が
南
郷
勧
農
操
に
番

　
侮
と
い
う
人
の
身
分
が
私
学
と
す
べ
き
か
否
か
を
調
査
し
て
も
ら
う
例
で
あ
る
。

　
胡
平
生
前
掲
論
文
。

⑳
池
田
雄
一
「
漢
代
の
郷
」
（
同
氏
魍
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
㎞
汲
古
書

　
院
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑫
　
㎎
漢
書
㎞
百
官
公
卿
表
に
「
郷
六
千
六
百
二
十
二
」
と
あ
り
、
地
理
志
に
「
民

　
鯨
帯
二
百
二
十
三
万
三
千
六
十
二
、
口
五
千
九
百
五
十
九
万
四
千
九
百
七
十
八
」

　
と
あ
る
。

人
々
は
無
断
で
居
住
地
を
離
れ
て
は
い
け
な
い
。
私
的
な
目
的
の
た
め
に
旅
行
し
た
け
れ
ば
、
本
籍
地
か
ら
の
旅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
三
〇
年
代
に
出
土
し
た
漢
簡
に
よ
り
、
伝
を
取
得
す
る
手
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
に
よ
る
審
査
、
三
に
、
県
に
よ
る
伝
の
発
行
、
と
い
う
三
段
階
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
義
成
里
崔
自
當
艶
言
爲
家
母
市
居
延
、
謹
案
自
襲
踏
華
墨
徴
事
、
當
得
取
傳
、
目
移
遠
水
金
平
・
居

縢
猛
雨
彰
移
替
水
金
關
・
居
潮
繋
索
關
、
書
到
如
律
令
　
橡
婁
、
戦
史
建
（
一
㎝
・
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
北
郷
六
字
の
忠
が
申
し
上
げ
ま
す
。
義
成
里
の
出
自
当
が
家
の
た
め
に
二
十
で
私
的
に
売
買
を
し

　
　
　
　
　
年
年
に
導
燈
徴
箏
が
な
く
、
伝
を
取
得
で
き
ま
す
。
肩
水
金
関
・
居
延
県
索
関
に
送
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　
　
　
牒
聖
書
の
彰
が
肩
水
金
関
・
居
延
県
聡
慧
に
送
り
ま
す
。
文
書
を
受
け
取
っ
た
ら
、
律
令
の
通
り
に
し
て
頂

（
自
ら
申
し
立
て
）
を
す
る
。
郷
が
受
理
し
た
後
、
「
具
案
（
謹
ん
で
調
べ
る
に
）
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…
…
」
す
な
わ
ち
そ
の
資
格
を
審
査
し
、
問
題
が
な
け
れ
ば
「
白
樺
単
婚
」
（
伝
を
取
得
で
き
る
）
と
い
う
旨
を
県
に
上
申
し
、
通
過
す
る
関
所

に
告
げ
る
こ
と
を
県
に
依
頼
す
る
。
県
が
そ
れ
を
踏
ま
え
、
関
所
に
該
当
者
の
通
過
許
可
を
要
請
す
る
。
つ
ま
り
、
手
続
き
全
体
に
お
い
て
郷

が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
県
は
そ
の
結
論
を
受
け
入
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
最
近
公
表
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
出

土
の
宿
水
金
関
女
布
（
以
下
新
金
関
簡
と
呼
ぶ
）
に
は
伝
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
従
っ
て
伝
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。

以
下
で
は
郷
・
県
・
里
に
分
け
て
、
身
分
証
明
書
の
発
行
に
際
し
本
籍
地
の
三
段
階
の
行
政
官
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
役
割
を
担
当
す
る
の
か

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

秦漢疇代の戸籍と個別人身支配（劉）

（一

j
　
郷

　
上
述
の
よ
う
に
、
郷
は
伝
が
発
行
で
き
る
か
ど
う
か
に
関
し
審
査
を
行
う
。
ど
の
よ
う
な
項
目
が
審
査
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
審
査
の
根
拠
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
、
伝
の
文
言
か
ら
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
審
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
年
・
爵
な
ど
の
身
元
確
認
の
他
、
以
下
の
条
件
が
見
ら
れ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ア
、
母
官
獄
徴
事
（
母
宮
徴
事
・
砥
徴
事
・
母
獄
事
・
母
官
望
事
・
母
官
早
世
遣
と
も
い
う
）

　
「
警
官
応
諾
事
」
は
伝
に
ほ
ぼ
欠
か
せ
な
い
文
句
で
あ
り
、
そ
の
例
は
枚
挙
に
逞
が
な
い
。
第
一
グ
ル
ー
プ
の
先
行
研
究
は
「
官
獄
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
徴
事
」
を
別
の
事
柄
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
す
な
わ
ち
「
官
獄
」
を
犯
罪
訴
訟
の
こ
と
、
「
徴
事
」
を
賦
役
徴
発
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
に
対
し
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
先
行
研
究
は
「
官
獄
曲
事
」
を
～
体
と
し
て
前
科
か
出
頭
命
令
と
訳
し
て
い
る
。
面
杖
了
簡
「
犯
罪
耐
以
上
、
母

二
尺
告
劾
、
蒼
鉛
至
聖
霧
雲
者
、
比
大
逆
不
道
（
耐
罪
以
上
を
犯
し
て
も
二
尺
の
主
上
が
な
い
場
合
、
敢
え
て
微
召
し
て
恥
か
し
め
る
者
が
あ
れ
ば
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

逆
不
道
の
よ
う
に
扱
う
）
」
（
昏
。
－
ω
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
徴
」
は
訴
訟
の
場
合
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
新
金
関
簡
に
「
官
徴
事
」

「
官
無
事
」
「
八
事
」
「
徴
事
」
と
い
う
省
略
形
も
あ
る
た
め
、
「
悪
罵
徴
事
」
を
一
事
と
し
た
方
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
「
官
獄
徴
事
」
は

出
頭
命
令
と
理
解
し
て
い
い
の
か
、
な
お
一
層
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
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「
官
孟
夏
事
」
の
性
格
を
考
え
る
場
合
、
裁
判
に
よ
る
「
徴
」
は
「
逮
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
徴
」
と
「
逮
」
の
用
例
は
非
常
に
似
て
お
り
、
熟
語
と
し
て
「
微
召
」
と
「
逮
召
」
、
「
徴
捕
」
と
「
逮
捕
」
、
「
徴
繋
」
と
「
逮
繋
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
徴
詣
」
と
「
逮
詣
」
、
「
番
匠
」
と
「
逮
考
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
「
徴
益
し
と
い
う
熟
語
は
法
規
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

　
移
入
在
所
縣
道
官
、
縣
道
官
獄
訊
以
報
之
、
勿
微
逮
、
徴
月
寒
、
以
二
野
獄
論
（
国
．
℃
’
ω
鼻
．
6
ト
の
菌
O
一
）

　
滞
在
地
の
県
道
官
に
送
る
。
県
道
官
の
獄
が
訊
問
し
て
返
答
し
、
徴
逮
し
て
は
い
け
な
い
。
徴
逮
す
れ
ば
、
勝
手
に
審
理
を
移
転
さ
せ
た
罪
で
論
ず
る
。

と
あ
る
。
審
理
を
担
当
す
る
県
道
に
被
疑
者
が
居
な
い
場
合
、
そ
の
県
道
は
被
疑
者
の
居
る
県
道
に
そ
の
訊
問
を
依
頼
す
る
。
被
疑
者
の
居
る

県
道
は
訊
問
の
結
果
を
審
理
を
損
号
す
る
県
道
に
報
告
す
べ
き
で
あ
り
、
自
ら
被
疑
者
を
「
徴
逮
」
し
て
は
い
け
な
い
。
裏
を
返
す
と
、
審
理

を
担
当
し
な
い
県
道
も
取
り
調
べ
の
た
め
に
出
頭
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
「
徴
逮
」
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

　
律
日
、
蹟
以
下
可
傲
、
撤
勿
徴
逮
（
H
零
・
一
ω
＋
一
Q
。
q
・
置
）

　
律
に
言
う
、
贋
以
下
の
罪
の
者
を
召
喚
す
る
場
合
は
轍
を
使
え
。
轍
を
使
っ
て
も
徴
画
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
の
条
文
か
ら
「
思
想
」
は
罪
が
順
を
超
え
た
場
合
に
の
み
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
解
る
。
嫡
以
下
の
者
を
召
し
出
す
た
め
の
撤
が
普
通
の
召
喚

　
　
　
　
⑦

状
で
あ
れ
ば
、
「
徴
逮
」
は
単
な
る
呼
び
出
し
で
は
な
く
、
逮
捕
・
連
行
・
拘
束
が
伴
う
と
思
し
い
。
宮
金
遣
氏
は
す
で
に
「
逮
」
を
「
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

調
べ
の
過
程
で
事
件
へ
の
関
与
が
明
ら
か
と
な
っ
た
人
間
を
拘
束
す
る
こ
と
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
「
徴
」
の
意
味
も
同
じ
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠
と
し
て
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
捕
罪
入
及
以
縣
官
事
徴
召
人
、
所
徴
召
・
卓
越
邑
里
官
市
院
垣
、
追
捕
・
徴
者
得
随
　
出
入
。
（
「
二
年
律
令
」
一
。
。
ω
）

　
罪
人
を
捕
ら
え
た
り
、
及
び
県
庁
の
こ
と
で
人
の
徴
召
す
る
と
き
、
徴
召
さ
れ
た
者
・
捕
ら
え
ら
れ
た
者
が
邑
・
里
・
官
・
市
の
垣
を
越
え
た
な
ら
、
追
捕

　
し
た
り
微
し
た
り
す
る
者
は
そ
の
あ
と
を
追
っ
て
出
入
し
て
よ
い
。

流
管
の
執
行
者
が
徴
さ
れ
た
者
を
追
跡
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
徴
さ
れ
た
者
の
身
柄
は
確
保
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
解
る
。
つ
ま
り
「
官
獄
避

難
」
と
は
訊
問
の
た
め
に
下
す
身
柄
の
拘
束
命
令
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
身
柄
の
拘
束
は
被
疑
者
の
み
に
及
ぼ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
史
籍
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秦漢時代の戸籍と個別入身支配（劉）

に
「
徴
召
証
畏
し
（
元
帝
紀
）
「
逮
諸
証
者
」
（
景
十
三
王
伝
）
と
あ
る
よ
う
に
、
証
人
も
「
官
獄
事
事
」
に
遭
う
こ
と
が
あ
る
。
被
疑
者
に
せ
よ

証
人
に
せ
よ
、
「
官
獄
徴
事
」
が
あ
る
者
は
逃
亡
す
る
可
能
性
が
高
く
、
伝
の
発
行
は
そ
れ
を
見
逃
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
イ
、
非
亡
人
命
者

　
「
非
亡
人
命
者
」
も
伝
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
文
雷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
金
関
簡
に
よ
り
判
明
し
た
（
認
露
↓
ω
強
、
お
趨
円
環
巽
、

認
毘
↓
9
b
。
Φ
》
、
認
国
肖
Φ
　
ω
㎝
）
。
辺
境
漢
簡
に
お
い
て
「
命
者
」
は
ほ
ぼ
「
亡
人
」
と
セ
ッ
ト
と
な
り
「
亡
人
命
者
」
も
し
く
は
「
命
者
亡
人
」

に
な
る
。
「
亡
人
」
は
逃
亡
者
で
あ
り
、
具
体
的
に
云
え
ば
そ
の
行
方
が
官
に
掌
握
さ
れ
て
い
な
い
者
の
こ
と
で
あ
る
。
「
命
者
」
は
先
行
研
究

に
よ
る
と
罪
名
が
確
定
さ
れ
た
逃
亡
中
の
犯
罪
者
を
指
す
。
い
わ
ゆ
る
「
命
」
と
は
逃
亡
中
の
犯
罪
者
に
対
す
る
罪
名
確
定
の
手
続
き
な
の
で

　
⑨

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
命
豊
幡
は
「
亡
命
者
」
と
同
様
で
あ
り
、
「
亡
」
字
を
冠
し
て
も
冠
し
な
く
て
も
意
味
が
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
「
命
」
は
限
定
し
た
場
合
に
だ
け
行
わ
れ
る
手
続
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
逃
亡
そ
の
も
の
も
犯

罪
と
な
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
「
亡
人
」
は
「
命
者
」
よ
り
広
い
意
味
を
も
つ
。
従
っ
て
、
「
亡
人
命
者
」
は
亡
人
中
の
命
者
、
す
な
わ
ち

「
命
者
」
「
亡
命
者
」
と
同
じ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
亡
人
」
プ
ラ
ス
「
命
者
」
と
い
う
意
味
で
、
特
段
、
罪
を
犯
し
て
い
な
い
、
単
な
る
逃

亡
者
も
含
ん
で
い
る
の
か
、
判
断
に
迷
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
書
到
、
白
大
貫
書
郷
軍
市
里
高
顯
虞
、
令
亡
鼻
聾
者
鑑
知
之
、
上
平
者
人
激
、
大
守
府
別
之
、
如
詔
書
。
（
閏
U
×
6
0
一
一
㎝
㊥
b
一
〇
暴
富
H
）

　
文
書
が
到
れ
ば
、
明
白
に
郷
・
亭
・
市
・
里
の
高
く
目
立
っ
た
場
所
に
書
き
付
け
、
亡
人
命
者
に
周
知
せ
よ
。
赦
す
者
の
人
数
を
報
告
し
、
大
守
府
ご
と
に

　
わ
け
よ
。
詔
書
の
通
り
に
せ
よ
。

　
有
能
生
捕
得
旬
奴
聞
候
一
人
、
吏
増
秩
二
等
、
民
與
購
銭
十
図
　
痂
人
命
者
立
網
罪
（
国
殉
扇
卜
。
卜
。
…
N
じ
。
0
）

　
劒
奴
の
密
偵
一
人
を
生
き
た
ま
ま
捕
ら
え
れ
ば
、
吏
で
あ
れ
ば
秩
を
二
等
上
げ
、
民
で
あ
れ
ば
報
奨
金
十
（
万
2
）
を
与
え
、
（
亡
）
人
命
者
で
あ
れ
ば
そ

　
　
の
罪
を
除
く
。

と
あ
り
、
こ
れ
ら
は
主
と
し
て
「
命
者
」
に
関
す
る
命
令
に
違
い
な
い
が
、
単
純
な
逃
亡
者
も
赦
免
・
除
罪
の
対
象
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
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の
た
め
「
亡
人
命
者
」
と
い
う
場
合
は
、
「
命
者
」
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
も
、
単
な
る
「
亡
人
」
も
含
ま
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
官
省
徴
事
」
に
せ
よ
「
亡
人
命
者
」
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
も
発
見
す
れ
ば
身
柄
を
確
保
す
べ
き
人
物
で
あ
り
、
伝
の
発
行
に
当
た
り
も
う
一

度
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
ウ
、
更
賦
給
／
算
賦
給
／
更
縣
給
／
復
懸

　
旧
簡
に
は
「
更
賦
安
慰
」
（
0
8
・
G
。
刈
》
）
①
と
い
う
審
査
条
件
が
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
取
的
」
の
手
続
き
で
あ
り
、
「
取
伝
」
の

手
続
も
同
じ
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
っ
た
。
あ
る
断
簡
に
も
ま
た
「
更
賦
給
」
（
N
罵
・
繍
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
は
確
認
し
難
い
。

し
か
し
幸
い
に
も
新
金
関
簡
に
は
似
て
い
る
表
現
が
引
例
あ
り
、
そ
れ
は
確
か
に
伝
に
記
さ
れ
た
文
言
に
相
違
な
い
。

　
箋
賦
給
（
認
繊
↓
器
卜
。
c
。
）
（
お
漕
コ
O
旨
N
）
②

　
更
縣
皆
給
（
刈
ω
国
｝
↓
H
O
　
b
Q
卜
⊃
G
Q
）
③

　
復
縣
（
お
域
6
母
忠
）
④

周
知
の
よ
う
に
、
漢
心
人
民
の
国
家
に
対
す
る
主
要
な
負
担
と
し
て
は
、
e
田
租
・
甥
藁
、
口
算
賦
・
口
語
、
黒
馬
役
・
兵
役
、
と
い
う
三
者

が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
「
算
賦
給
」
は
算
賦
を
規
定
通
り
納
入
し
た
と
い
う
こ
と
。
③
の
「
更
懸
」
は
賎
役
の
中
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
、

一
年
一
ヶ
月
の
更
卒
の
役
を
い
う
。
①
の
「
更
賦
」
に
は
二
説
あ
り
、
一
つ
に
は
更
蘇
を
代
弁
す
る
過
更
銭
と
さ
れ
、
も
う
一
つ
に
は
更
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
ま
た
は
過
更
銭
）
と
算
賦
・
ロ
賦
の
総
体
と
さ
れ
る
。
「
更
縣
皆
給
」
「
更
賦
皆
給
」
は
更
縣
・
皇
位
を
納
入
し
た
こ
と
で
あ
り
、
「
皆
給
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

複
数
の
人
間
の
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
④
「
復
縣
」
と
は
樒
役
が
免
除
さ
れ
、
従
っ
て
問
題
に
な
ら
な
い
こ
と
を
指
す
。

　
表
現
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
は
い
え
、
あ
る
場
合
に
は
豊
幌
が
検
査
さ
れ
、
あ
る
場
合
に
は
更
縣
が
検
査
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
む
し
ろ
代
表
的
な
も
の
を
述
べ
る
こ
と
で
、
賦
役
全
体
な
い
し
田
租
に
滞
納
が
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
両
親
を
通
じ
て
田

租
は
ほ
ぼ
三
十
分
の
一
の
税
率
を
維
持
し
て
い
た
た
め
、
算
賦
と
三
遠
こ
そ
が
人
民
に
と
っ
て
は
最
大
の
負
担
だ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
で

「
葬
要
言
」
「
更
縣
給
」
と
い
っ
た
表
現
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
秦
漢
時
代
に
お
い
て
は
、
逃
亡
の
理
由
と
し
て
、
賦
役
に
耐
え
ら
れ
な
い
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秦漢時代の戸籍と個別入身支配（劉）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
い
う
こ
と
が
最
も
目
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
賦
役
滞
納
者
は
逃
亡
者
の
予
備
軍
と
も
い
え
る
の
で
、
伝
を
発
行
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
以
上
、
今
の
と
こ
ろ
解
っ
て
い
る
伝
の
発
行
に
お
け
る
審
査
条
件
に
つ
い
て
論
じ
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
条
件
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
個
々
の
伝
に
言
及
さ
れ
る
条
件
は
一
つ
か
二
つ
し
か
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
煩
碩
を
避
け
る
た
め
に
省
略
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
実
際
の
審
査
基
準
は
こ
れ
以
上
に
細
か
く
厳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
次
は
郷
が
ど
の
よ
う
に
審

査
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
「
母
官
爵
徴
事
」
な
ど
は
何
に
基
づ
い
て
確
認
さ
れ
た
の
か
。

　
「
謹
案
…
…
」
と
し
て
、
依
拠
し
た
も
の
が
傳
の
文
言
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
以
下
は
節
録
）
。

　
同
均
戸
籍
・
減
郷
名
籍
如
牒
、
母
官
獄
徴
事
、
當
得
図
（
c
。
一
山
O
）

　
謹
案
戸
籍
図
（
一
一
Φ
・
お
）

　
謹
案
戸
□
（
｝
○
○
一
・
b
⊃
〉
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
謹
案
戸
籍
在
官
者
、
弟
年
五
十
九
、
母
官
獄
徴
事
、
願
以
令
取
傳
（
b
O
一
G
。
・
ト
っ
）

　
□
常
戸
籍
在
官
者
、
爵
大
夫
、
年
図
（
刈
ω
両
一
↓
①
一
一
〇
〇
）

　
謹
案
戸
籍
藏
□
官
者
、
□
□
口
□
□
（
刈
G
O
国
一
↓
C
Q
］
F
一
〇
）

　
謹
案
戸
籍
減
郷
官
者
、
方
母
官
獄
徴
事
、
非
亡
人
命
（
お
ヨ
日
器
㎝
）

　
謹
以
郷
書
案
、
樂
母
窟
獄
徴
事
、
當
図
（
お
銀
↓
Φ
曽
O
）

す
な
わ
ち
、
郷
の
役
人
は
書
面
審
査
を
行
う
の
で
あ
り
、
判
断
の
根
拠
は
郷
に
所
蔵
す
る
書
類
に
他
な
ら
な
い
。
第
一
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、

郷
は
各
種
名
籍
を
編
纂
し
て
お
り
、
そ
れ
は
個
人
情
報
を
把
握
し
た
い
場
合
に
は
極
め
て
有
用
な
資
料
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
犯
罪
・
逃

亡
・
賦
役
滞
納
の
有
無
は
、
す
べ
て
郷
の
名
籍
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
か
つ
て
大
庭
脩
氏
は
、
「
母
官
立
徴
事
」
を
証
明
す
る
権
限
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
こ
と
を
「
島
育
が
司
法
権
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
　
例
」
と
し
た
。
郷
は
確
か
に
司
法
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
こ
こ
で
郷
が

「
母
霞
岳
知
事
」
の
証
し
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
郷
が
司
法
を
掌
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
む
し
ろ
郷
が
簿
籍
を
掌
る
た
め
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。
さ
ら
に
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
簿
籍
が
「
郷
書
」
「
減
郷
名
籍
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
「
戸
籍
」
と
呼
ば
れ
る
こ

と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
コ
戸
籍
」
と
は
基
本
項
目
の
み
を
記
載
す
る
根
本
台
帳
で
あ
り
、
里
耶
秦
簡
の
戸
籍
簡
が
そ
れ
に
相
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
い
う
説
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
官
獄
近
事
な
ど
も
戸
籍
か
ら
解
る
こ
と
が
不
可
解
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
い
う
「
戸

籍
扁
は
具
体
的
な
窮
達
で
は
な
く
、
「
遺
書
」
の
よ
う
に
郷
が
把
握
す
る
簿
籍
の
総
称
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
「
戸

籍
減
郷
宮
者
」
と
い
う
雷
い
方
は
、
戸
籍
は
郷
に
の
み
所
蔵
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
申
の
相
手
で
あ

る
県
に
お
い
て
も
検
索
可
能
な
の
で
あ
る
。
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（一

黶j

@
県

　
本
節
冒
頭
で
は
伝
の
発
行
手
順
「
自
言
↓
郷
↓
県
」
に
つ
い
て
叙
述
し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
タ
イ
プ
A
と
す
れ
ば
、

に
タ
イ
プ
B
「
自
雷
↓
郷
↓
尉
史
↓
県
」
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。
次
に
挙
げ
る
簡
は
そ
の
完
全
な
一
例
で
あ
る
。

新
金
関
簡
に
よ
り
さ
ら

甘
露
四
年
正
月
庚
辰
朔
乙
酉
、
南
郷
薔
夫
胡
敢
告
尉
史
、
単
利
里
大
夫
軍
国
自
筆
為
家
私
衛
張
抜
居
延
界
中
、
謹
案
同
繊
疑
獄
徴
事
、
當
得
傳
、
可
概
言
廷
、

敢
雲
華
。
正
月
乙
酉
尉
正
心
耳
鼻
之
、
愚
案
同
年
爵
如
書
、
琢
官
獄
徴
事
、
當
傳
、
移
過
所
縣
侯
國
、
勿
業
曝
、
敢
言
之
。
正
月
乙
酉
、
西
那
守
丞
樂
成
侯

國
尉
如
昌
、
移
過
所
、
如
律
令
＼
嶽
干
將
、
令
史
章
（
刈
も
Q
閑
｝
6
｝
O
箇
N
O
＞
）

西
那
守
丞
印
（
刈
G
Q
国
｝
↓
｝
O
P
春
の
O
剛
W
）

甘
露
四
年
（
前
五
〇
年
）
正
月
庚
辰
朔
乙
酉
（
六
日
）
、
南
郷
薔
夫
の
胡
が
尉
史
に
通
達
し
ま
す
。
単
利
里
の
大
夫
の
陳
同
が
家
の
た
め
に
張
腋
・
居
延
の

境
で
私
的
に
売
買
を
し
た
い
と
申
し
立
て
ま
し
た
。
謹
ん
で
調
べ
る
に
、
同
に
は
望
楼
徴
事
が
な
く
、
伝
を
取
得
で
き
、
県
廷
に
上
申
で
き
ま
す
。
以
上
申

し
上
げ
ま
す
。
正
月
乙
酉
（
六
日
）
、
尉
史
の
鞍
が
申
し
上
げ
ま
す
。
謹
ん
で
調
べ
る
に
、
同
の
年
・
爵
は
文
書
の
通
り
、
疑
獄
徴
事
も
な
く
、
伝
を
取
得

で
き
ま
す
。
通
過
す
る
県
・
侯
国
に
送
り
、
足
止
め
し
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
ま
す
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
正
月
乙
酉
（
六
日
）
、
西
郡
享
宴
で
あ
る

楽
成
侯
国
尉
の
如
昌
が
通
過
す
る
機
関
に
送
り
ま
す
。
律
令
の
通
り
に
し
て
頂
き
た
い
。
橡
の
干
將
、
令
史
の
章
。
西
郷
守
丞
の
印
。



秦漢時代の戸籍と個別人身支：配（劉〉

郷
薔
夫
が
発
し
た
文
書
は
管
守
宛
て
で
は
な
く
尉
史
宛
て
で
あ
り
、
尉
史
に
里
並
（
県
の
長
官
を
指
す
の
だ
ろ
う
）
に
告
げ
る
こ
と
を
依
頼
し
て

い
る
。
尉
史
は
県
の
属
吏
で
あ
る
。
そ
の
秩
次
は
佐
史
に
属
し
、
郷
の
有
秩
（
有
秩
）
ま
た
は
畜
夫
（
斗
食
）
よ
り
も
低
い
地
位
に
あ
る
。
そ

の
た
め
タ
イ
プ
A
に
お
い
て
は
郷
が
「
評
言
之
」
と
い
う
上
申
の
書
式
を
と
る
の
に
対
し
、
タ
イ
プ
B
に
お
い
て
は
「
滞
貸
」
と
い
う
同
格
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
闘
の
平
行
文
書
の
書
式
を
と
る
。
な
ぜ
尉
史
が
取
り
次
ぐ
必
要
が
あ
る
の
か
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
尉
史
発
の
文
書
は
例
外
な
く
「
謹
案

…
…
」
と
い
う
書
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
母
官
獄
業
事
」
な
ど
は
、

県
に
あ
る
名
籍
に
依
拠
し
て
、
尉
史
の
手
で
も
う
一
度
確
認
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
近
年
の
研
究
成
果
に
よ
り
、
前
漢
中
期
以
降
、
尉
史
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

尉
の
属
吏
か
ら
書
記
官
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
解
っ
て
い
る
。
尉
史
が
縣
の
文
書
や
簿
籍
を
司
り
、
秘
書
官
と
し
て
仕
え
る
が
ゆ
え
に
、
取
伝
文

書
は
縣
の
長
官
に
送
ら
れ
る
前
段
階
で
尉
史
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
皇
帝
へ
の
上
書
の
場
合

も
御
史
大
夫
を
通
じ
て
皇
帝
に
呈
上
さ
れ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
御
史
は
も
と
よ
り
側
近
と
し
て
図
籍
の
管
理
や
文
書
の

起
草
を
取
り
扱
う
書
記
官
で
あ
る
。
元
康
五
年
詔
書
冊
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
丞
相
ら
の
上
奏
文
は
ま
ず
御
史
大
夫
に
移
送
さ
れ
、
御
史
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
そ
れ
を
皇
帝
に
転
送
す
る
ほ
か
、
「
謹
案
…
…
扁
の
よ
う
に
窃
ら
も
原
案
を
作
成
す
る
。
県
に
お
け
る
痛
心
の
役
割
は
中
央
に
お
け
る
御
史

の
そ
れ
に
似
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
タ
イ
プ
A
か
、
そ
れ
と
も
タ
イ
プ
B
を
採
用
す
る
か
は
、
県
に
よ
っ
て
規
定
が
異
な
る
ら
し
い
。
た
と
え
ば
吾
々
発
の
二
例
は
タ
イ
プ
B
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

従
う
（
刈
ω
国
｝
↓
｝
O
沖
b
⊃
一
〉
ゆ
、
　
刈
ω
国
｝
↓
一
〇
　
ω
H
㎝
〉
じ
d
）
。
一
方
、
辺
境
の
県
は
す
べ
て
タ
イ
プ
A
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
行
政
手
続
き
は
必
ず
し
も

全
国
　
致
と
は
限
ら
ず
、
県
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
よ
っ
て
調
整
す
る
余
地
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
大
庭
脩
氏
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

郷
の
姿
が
見
え
ず
、
県
が
直
接
に
「
自
雷
」
を
受
け
入
れ
、
伝
を
発
給
し
た
例
も
あ
る
（
鼠
O
・
｝
》
）
。
そ
れ
を
タ
イ
プ
C
と
し
て
も
差
し
支
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
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（
三
）
　
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
伝
の
発
行
に
郷
と
県
は
関
わ
っ
て
い
る
が
、
里
は
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
次

の
伝
に
は
里
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。

　
五
鳳
二
年
五
月
壬
子
朔
乙
亥
、
南
郷
薔
夫
武
、
佐
宗
敢
言
之
、
北
陽
曲
里
男
子
図

　
謹
案
弘
年
廿
二
、
母
官
獄
徴
事
、
當
得
取
傳
、
里
父
老
丁
禺
謹
、
前
言
廷
、
移
過
所
韻
図

　
六
月
庚
寅
、
長
安
守
右
丞
湯
移
過
所
縣
邑
、
如
律
令
　
橡
充
、
令
史
宗
口
（
刈
ω
閏
口
∩
ワ
O
一
Φ
N
》
）

　
三
月
壬
辰
不
弘
以
來
　
章
日
長
安
右
丞
　
　
三
月
壬
辰
（
お
纈
↓
Φ
　
O
卜
。
ゆ
）

　
白
鳳
二
年
（
前
五
六
年
）
五
月
南
子
朔
乙
亥
（
二
十
四
日
）
、
南
郷
薔
夫
の
武
、
佐
の
宗
が
申
し
上
げ
ま
す
。
北
陽
曲
里
の
男
子
…
…
謹
ん
で
調
べ
る
に
、

　
弘
は
年
二
十
二
、
官
獄
痛
事
が
な
く
、
伝
を
取
得
で
き
ま
す
。
里
の
父
老
の
窯
業
が
証
言
し
ま
し
た
。
県
廷
に
上
申
し
、
通
過
す
る
機
関
に
送
る
こ
と
を
願

　
い
ま
す
。
…
…
六
月
庚
寅
（
九
臼
）
、
長
安
守
右
丞
の
湯
が
通
過
す
る
県
・
邑
に
送
り
ま
す
。
律
令
の
通
り
に
し
て
頂
き
た
い
。
捻
の
充
、
令
書
の
宗
。

　
三
月
壬
辰
、
不
弘
が
持
っ
て
き
た
。
印
章
に
は
長
安
右
丞
と
あ
る
。
三
月
乗
賃
。

タ
イ
プ
A
の
プ
ロ
セ
ス
に
「
里
父
老
心
的
謹
」
と
い
う
も
の
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
の
ほ
か
伝
に
お
け
る
「
父
老
」
に

は
ま
た
一
例
あ
り
、
そ
れ
も
長
安
発
の
も
の
で
あ
る
（
刈
ω
国
旨
↓
一
〇
「
卜
∂
卜
⊃
O
＞
じ
σ
）
。
長
安
県
で
は
、
同
母
の
父
老
に
よ
る
「
証
」
を
、
取
伝
の
必
要
条

件
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
文
書
に
お
け
る
「
証
」
は
「
任
」
と
と
も
に
連
帯
責
任
を
示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
細
か
く
見
て
い
け
ば
、
証
は
既
成
の
こ
と
に
対
す
る
証
雷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
り
、
任
は
未
発
の
こ
と
に
対
す
る
担
保
で
あ
る
と
い
う
使
い
分
け
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。
従
っ
て
父
老
は
取
伝
者
が
逃
亡
し
な
い
こ
と
を

担
保
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
取
伝
の
資
格
に
つ
い
て
問
題
が
な
い
こ
と
を
証
雷
す
る
だ
け
で
あ
る
。
「
証
」
の
方
法
は
裳
書
を
提
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
同
盤
の
父
老
が
な
ぜ
証
言
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
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秦漢時代の戸籍と個別人身支配（劉）

想
像
を
巡
ら
し
て
み
る
と
、
百
戸
前
後
の
里
は
構
成
員
同
｝
に
面
識
が
あ
る
規
模
で
あ
り
、
里
正
や
父
老
は
里
民
の
殆
ど
を
見
知
っ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
取
聖
者
の
こ
と
は
、
実
際
の
交
際
や
管
理
な
ど
の
経
験
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
証
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
⑯

い
だ
ろ
う
か
。

　
郷
以
上
の
行
政
官
庁
は
文
書
上
の
行
政
作
業
を
行
い
、
も
っ
ぱ
ら
簿
籍
記
録
に
依
存
す
る
が
、
し
か
し
如
何
に
細
大
漏
ら
さ
ず
記
し
て
も
、

簿
籍
記
録
に
は
限
界
が
あ
る
。
人
と
人
と
の
交
際
で
織
ら
れ
た
網
こ
そ
、
そ
の
不
足
を
補
う
利
器
で
あ
る
。
里
の
役
人
に
期
待
さ
れ
る
機
能
は

こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
①
「
扁
虻
近
事
」
品
出
・
B
、
も
。
ω
心
・
b
。
O
＞
、
刈
ω
図
｝
↓
。
。
b
①
、
謎
虫
↓
O
島
O
b
ご
、
　
　
「
徴
詣
扁
は
隅
漢
書
㎞
崇
帝
紀
、
「
逮
詣
扁
は
『
漢
書
㎞
文
帯
紀
、
門
徴
考
」
は

　
　
刈
ω
聖
画
ρ
。
。
㊤
ω
、
刈
ω
巴
↓
一
ρ
這
｝
〉
。
「
母
徴
事
」
　
お
ヨ
↓
9
一
。
。
Φ
、
刈
ω
国
選
｝
ρ
巳
一
〉
、
　
　
　
　
『
後
漢
書
臨
儒
林
列
伝
、
「
逮
考
」
は
『
後
漢
書
臨
班
彪
列
伝
に
用
例
が
あ
る
。

　
『
ω
円
｝
↓
一
9
ω
嶺
〉
。
瞥
雑
慮
事
」
一
刈
ω
望
↓
卜
。
　
㎝
①
〉
。
「
母
官
獄
事
」
　
刈
ω
ヨ
↓
◎
ω
。
。
》
。

　
門
母
官
獄
苗
齢
」
一
お
匹
臼
ρ
卜
。
㊤
》
。

②
邪
開
田
「
苗
代
按
比
在
県
或
在
郷
？
」
（
同
氏
『
治
国
安
邦
　
法
制
、
行
政
与

　
軍
事
㎞
中
華
書
局
、
一
　
○
＝
年
）
。
藤
田
勝
久
「
張
家
山
漢
簡
「
津
関
下
」
と

　
漢
隅
田
順
一
伝
と
致
の
用
途
」
（
同
氏
『
中
国
古
代
国
家
と
社
会
シ
ス
テ
ム
㎞

　
汲
古
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
。
池
田
雄
～
前
掲
論
文
。

③
大
庭
脩
「
漢
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
…
ト
」
（
同
氏
噸
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
創

　
文
社
、
一
九
八
二
年
）
。
冨
谷
至
「
通
行
行
政
i
通
行
証
と
関
所
」
（
同
氏
『
文

　
書
行
政
の
漢
帝
国
－
木
鮪
・
竹
簡
の
時
代
㎞
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇

　
年
）
。
宮
中
潔
「
「
司
空
山
小
考
－
秦
漢
時
代
に
お
け
る
刑
徒
管
理
の
」
斑

　
一
」
（
同
氏
欄
中
国
古
代
刑
制
史
の
研
究
臨
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一

　
｝
年
〉
。

④
『
武
威
漢
簡
匝
（
文
物
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
。

⑤
一
つ
ず
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
「
徴
召
」
は
『
漢
書
亡
7
0
帝
紀
、
「
逮
召
」
は
『
漢

　
書
晦
縄
疏
干
醇
平
彰
伝
、
「
罫
描
」
は
『
漢
書
隔
文
帝
紀
、
「
逮
捕
」
は
欄
漢
書
隔

　
高
帝
紀
、
「
徴
繋
」
は
隅
史
記
㎏
震
盤
醗
錯
列
伝
、
門
逮
繋
」
は
『
漢
書
幅
買
誼
伝
、

⑥
た
だ
し
冨
谷
至
氏
に
よ
れ
ば
、
帰
国
改
革
以
後
正
課
と
し
て
の
自
信
が
存
在
し

　
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
の
門
購
」
が
何
を
指
す
の
か
は
再
考
す
べ
き
で
あ
る
。

　
冨
谷
至
門
漢
代
の
財
産
刑
」
（
同
氏
『
秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究
瞼
同
朋
舎
、
～
九

　
九
八
年
）
。

⑦
噸
漢
書
臨
高
帝
紀
師
古
座
門
国
者
、
以
木
簡
為
銀
、
長
尺
二
寸
、
用
徴
召
也
。

　
其
有
急
事
、
則
加
以
鳥
羽
播
之
、
示
速
疾
也
。
」

⑧
宮
常
備
前
掲
論
文
「
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
」
。

⑨
保
科
季
子
「
亡
命
小
考
一
瞥
漢
に
お
け
る
罪
名
確
定
手
続
き
一
偏
（
冨
谷

　
黒
門
『
江
指
巻
家
山
二
四
七
号
墓
韻
土
器
律
令
の
研
究
　
論
考
篇
』
）
。

⑩
「
二
年
律
令
」
誌
b
。
∴
舘
「
有
罪
當
完
城
旦
春
・
誤
判
（
薪
）
白
軍
以
上
而
亡
、

　
以
其
隠
構
之
、
耐
筆
画
妾
罪
以
下
、
伝
令
繊
會
之
」
に
よ
る
と
、
「
命
」
は
城
旦

　
春
・
鬼
薪
白
楽
以
上
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
手
続
き
で
あ
る
。
無
二
地
秦
簡

　
「
封
診
式
」
嵩
に
は
鯨
城
旦
春
に
当
た
る
盗
牛
者
が
「
去
亡
以
命
」
と
あ
り
、

　
『
漢
書
紬
に
は
門
亡
命
棄
市
」
（
涯
南
衡
山
済
北
王
畿
）
「
亡
命
答
二
百
」
（
王
子

　
侯
表
）
と
あ
り
、
屠
延
漢
簡
に
は
「
命
発
鉗
里
山
止
」
（
H
霜
・
ω
b
。
）
「
命
髭
鉗
笛

　
二
百
扁
（
国
．
℃
．
日
O
H
　
蒔
刈
O
）
と
あ
る
の
は
、
町
制
改
革
の
前
後
に
関
係
な
く
、
こ
の
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原
則
に
合
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
漢
に
な
る
と
「
命
」
は
司
冠
以
上
に
施

　
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
隅
後
漢
書
蝕
明
帝
紀
「
天
下
亡
命
殊
死
以
下
、
聴
得
公
論
。

　
死
罪
入
鎌
二
十
匹
、
右
趾
至
髭
鉗
城
旦
春
十
匹
、
完
城
旦
春
蒔
司
豊
作
三
匹
」
。

　
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
国
命
」
の
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
、
「
命
者
〕
で
な
い
こ

　
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑪
　
山
田
勝
芳
「
徳
役
・
兵
役
」
（
同
氏
口
早
漢
財
政
収
入
の
研
究
蝕
汲
古
書
店
、

　
一
九
九
三
年
）
、
渡
辺
信
一
郎
「
漢
代
更
卒
制
度
の
再
検
討
一
服
慶
1
1
濱
口
説

　
批
判
」
（
同
氏
『
中
国
古
代
の
財
政
と
国
家
』
汲
古
書
店
、
二
〇
～
○
年
）
を
参

　
照
。

⑫
「
建
平
五
年
八
月
戊
□
□
□
O
、
廣
明
郷
畿
夫
宏
、
假
佐
玄
盆
画
之
。
善
居
里

　
男
子
丘
張
自
吾
與
家
船
客
田
居
遷
都
亭
部
、
掴
取
検
。
謹
案
張
等
差
賦
皆
給
、
當

　
臼
取
槍
、
謁
移
居
延
、
如
律
令
、
敢
言
之
」
（
0
8
・
ω
刈
〉
＞
に
お
い
て
、
「
更
賦

　
皆
給
」
の
主
語
は
「
張
等
軸
す
な
わ
ち
丘
張
と
そ
の
家
族
で
あ
る
。

⑬
例
え
ば
董
伸
鋒
の
疏
に
よ
る
と
「
（
秦
〉
又
加
月
為
更
卒
、
富
国
為
正
、
一
歳

　
屯
戊
、
一
歳
力
役
、
三
十
倍
於
古
。
田
租
口
賦
、
盤
鐵
之
利
、
二
十
倍
於
古
。

　
…
…
民
愁
車
馬
、
亡
逃
山
林
…
…
。
漢
興
、
循
而
未
改
」
と
あ
る
（
『
漢
書
』
食

　
貨
志
）
。

⑭
大
庭
脩
は
「
戸
籍
在
官
者
」
を
「
官
吏
の
身
内
の
者
」
と
解
釈
し
て
い
た
が
、

　
新
金
関
簡
に
基
づ
け
ば
、
単
に
官
（
こ
こ
で
は
郷
雲
）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
戸
籍

　
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
大
庭
脩
前
掲
論
文
。

⑮
大
庭
脩
前
掲
論
文
。

⑯
胡
平
生
前
掲
論
文
。

⑰
鷹
取
祐
司
前
掲
論
文
を
参
照
。

⑱
李
詠
春
「
漢
代
的
尉
史
扁
（
『
簡
崩
（
第
五
輯
）
㎞
、
二
〇
～
○
年
）
。
吉
川
佑
資

　
「
餅
代
辺
境
に
お
け
る
令
史
と
尉
史
」
（
咽
病
難
睡
二
〇
〇
八
一
一
）
。

⑲
大
庭
脩
「
漢
王
朝
の
支
配
機
構
」
「
居
延
出
土
の
詔
評
点
」
（
前
掲
同
氏
咽
秦
漢

　
法
制
史
の
研
究
幅
）
。

⑳
唯
一
例
外
と
い
え
る
も
の
は
お
閑
肖
O
”
N
O
刈
諺
b
ヴ
で
あ
る
。
こ
れ
は
タ
イ
プ
B

　
で
あ
る
が
、
整
理
者
は
「
章
日
居
延
□
印
」
と
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
写
真
に
よ

　
れ
ば
「
居
延
」
と
釈
さ
れ
た
文
字
は
僅
か
な
残
惜
し
か
な
い
た
め
、
田
印
に
は
疑

　
問
が
あ
る
。

⑳
　
門
□
□
貰
年
六
月
丁
巳
朔
庚
申
、
弾
丸
邑
警
守
丞
就
兼
行
丞
事
、
移
知
解
男
子

　
李
立
第
臨
自
言
取
傳
之
居
延
、
過
所
縣
邑
侯
國
勿
苛
留
、
如
律
令
　
候
自
獲
」

　
（
一
心
O
∴
〉
）
。
大
庭
脩
注
③
前
掲
論
文
。

⑫
　
冨
谷
至
論
は
伝
の
分
析
を
通
じ
、
文
書
行
政
に
関
わ
る
最
下
級
の
官
署
は
郷
で

　
あ
り
、
里
は
文
書
の
受
理
・
作
成
・
提
出
を
行
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
書
記
官
へ
の
道
一
漢
代
下
級
役
入
の
文
字
習
得
」
（
前
掲
同
氏
『
文
書
行
政

　
の
漢
帝
国
愈
）
。

⑬
　
擬
律
に
は
「
証
不
言
情
」
「
証
財
物
不
以
実
」
に
関
す
る
処
罰
規
定
が
あ
り
、

　
謳
と
は
証
言
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
る
。
そ
れ
に
対
し
、
官
吏
の
保
証
推
薦
や

　
債
務
の
返
済
保
証
の
場
合
は
門
任
」
字
を
使
っ
て
い
る
。

⑳
　
籾
山
氏
は
「
下
書
」
を
公
証
文
書
と
解
釈
す
る
よ
う
に
、
証
に
は
よ
く
裳
書
を

　
使
っ
て
い
た
。
籾
山
明
「
裳
書
新
探
－
古
文
書
学
と
法
制
史
i
」
（
前
掲
同

　
氏
噸
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
㎞
）
。

⑳
　

「
図
年
十
山
ハ
図
□
口
□
賜
田
出
男
子
［
］
口
自
一
蕎
図
図
□
日
田
將
□
□
帯
田
川
得
取
赦
け
、
乏

　
□
相
謹
□
図
一
（
b
Q
巳
・
卜
。
㊤
）
に
は
「
相
讃
」
が
要
求
さ
れ
た
が
、
断
簡
の
た
め
詳

　
細
は
不
明
で
あ
る
。
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秦漢時代の戸籍と飼別入身支配（劉）

三
　
本
籍
地
を
失
っ
た
人
々

　
以
上
、
秦
漢
帝
国
が
如
何
に
戸
籍
制
度
を
利
用
し
、
一
人
一
人
の
個
人
に
対
す
る
支
配
を
実
行
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
本
籍
地
の
官
が
果
た

し
た
役
割
か
ら
議
論
し
て
き
た
。
本
籍
地
の
重
要
さ
は
、
一
つ
に
は
、
生
活
の
場
と
し
て
、
個
人
の
身
柄
・
家
族
・
財
産
な
い
し
人
間
関
係
全

般
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
赴
任
や
服
役
の
た
め
に
長
期
間
本
籍
地
か
ら
離

れ
て
も
、
本
籍
地
が
凧
の
糸
の
よ
う
に
、
個
人
と
の
間
に
絶
え
る
こ
と
の
な
い
繋
が
り
を
保
持
し
て
い
る
。
「
甲
渠
郵
製
出
爆
撃
至
口
町
鳶
里

家
獲
」
（
図
マ
勺
「
↓
①
㎝
P
O
鼻
）
、
「
武
彊
除
…
卒
東
郡
白
馬
敬
上
里
離
州
壽
扁
（
印
”
6
㎝
G
。
　
刈
）
、
「
瞳
子
漁
陽
郡
路
縣
安
平
里
張
安
上
」
（
甲
附
合
）
と
あ
る
よ

う
に
、
現
住
地
に
肩
書
や
身
分
を
持
っ
て
い
て
も
、
依
然
と
し
て
本
籍
地
の
表
示
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
統
治
の
た
め
に
必
要
な
個
人
情

報
が
、
本
籍
地
に
集
中
さ
れ
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
県
と
里
の
中
間
に
あ
る
郷
は
、
情
報
の
中
心
と
し
て
最
も
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

　
で
は
、
秦
漢
帝
国
が
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
利
用
し
、
す
べ
て
の
人
々
を
支
配
し
て
い
た
の
か
と
雷
え
ば
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
。
戸
籍
に

編
入
さ
れ
な
い
人
間
も
存
在
し
た
。
戸
籍
の
除
外
者
に
着
目
す
れ
ば
、
戸
籍
制
度
の
本
質
、
少
な
く
と
も
そ
の
創
立
当
初
の
本
質
が
把
握
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
で
は
そ
の
主
要
な
一
群
で
あ
る
「
刑
徒
」
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

（一

j

ま
ず
は
刑
徒
の
身
元
表
記
を
取
り
上
げ
る
。

番
和
髭
鉗
鉄
左
止
城
旦
服
塗

故
　
目
（
国
殉
ω
野
6
ひ
。
一
駆
㎝
）

民
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番
和
完
城
旦
荘
婁
　
基

故
　
坐
醐
以
大
□

Z
（
閏
γ
℃
■
ω
鼻
．
8
卜
。
一
N
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
　
永
始
三
年

　
致
穀
髭
鉗
城
旦
大
男
宰
土
　
坐
共
岡
傷
人
不
立
見
止
治
図
（
閏
U
×
↓
O
卜
。
ぽ
ω
b
α
O
釈
O
H
Φ
）

　
居
延
鬼
新
徒
大
男
王
武
　
閏
月
壬
戌
出
（
巽
・
一
）

　
図
殺
同
郡
略
陽
完
城
旦
覇
（
○
卜
。
鱒
卜
。
⑩
）

第
一
例
か
ら
第
三
例
ま
で
は
刑
徒
の
名
籍
、
第
四
例
は
関
所
の
出
入
記
録
で
あ
り
、
最
後
の
例
は
被
害
者
が
刑
徒
で
あ
る
と
い
う
犯
罪
事
件
の

叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
刑
徒
の
正
式
な
身
元
表
記
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
茂
陵
正
意
里
大
夫
司
馬
遷
」
の
よ
う
な
一
般
の
身
元

表
記
と
対
照
す
れ
ば
、
差
違
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
刑
徒
は
爵
位
と
無
縁
で
あ
り
、
士
伍
と
い
っ
た
平
民
の
身
分
を
保
つ
こ
と
も
で
き
な

い
。
そ
の
代
わ
り
に
、
五
歳
刑
の
髭
古
城
旦
（
鉄
左
右
止
を
付
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
、
四
歳
刑
の
古
城
旦
、
三
歳
刑
の
鬼
薪
石
亀
、
そ
し
て
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

五
刑
の
司
鬼
と
い
う
刑
名
は
、
刑
徒
の
身
分
名
に
転
化
し
た
。
次
に
注
意
し
た
い
の
は
刑
名
の
前
に
あ
る
地
名
、
す
な
わ
ち
本
籍
地
に
相
当
す

る
箇
所
で
あ
る
。
五
和
は
張
抜
郡
に
所
属
す
る
県
の
名
、
五
穀
は
敦
燵
郡
に
所
属
す
る
県
の
名
、
居
睡
は
張
腋
郡
に
所
属
す
る
県
の
名
、
略
陽

は
天
水
郡
に
所
属
す
る
、
県
と
同
格
の
道
の
名
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
県
名
か
郡
県
名
の
み
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
前
述
の
通
り
、
身

元
表
示
と
し
て
里
名
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
が
、
し
か
し
刑
徒
に
里
言
を
冠
す
る
例
は
一
例
も
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
「
故
某
県
主
里
」

が
っ
く
場
合
は
あ
り
、
今
や
す
で
に
某
県
食
立
に
所
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

　
鬼
新
薫
登
　
故
爲
甲
渠
守
尉
、
坐
以
縣
官
事
駄
答
成
卒
尚
勃
、
講
爵
減

　
　
　
　
　
　
元
延
二
十
一
月
丁
亥
論
　
故
篠
得
安
漢
里
、
正
月
辛
酉
入
（
認
漕
↓
ω
一
㎝
ω
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
刑
徒
の
名
数
が
郷
里
に
置
か
れ
ず
、
戸
籍
に
登
録
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
す
。

　
そ
れ
な
ら
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
刑
徒
が
冠
し
た
地
名
と
は
ど
う
い
う
場
所
な
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
洛
陽
の
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秦漢時代の戸籍と個別人身支配（劉）

近
郊
に
出
土
し
た
後
漢
代
の
刑
徒
墓
誌
傳
に
は
、
示
唆
的
な
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
最
も
完
全
な
銘
文
を
数
例
挙
げ
る
と
、

　
右
部
無
任
少
府
若
盧
髭
鉗
歩
孝
、
永
初
元
年
五
月
四
臼
物
故
死
在
此
下
（
6
b
。
竃
刈
刈
）

　
右
部
無
任
南
陽
祁
完
城
旦
謝
金
、
永
初
元
年
五
月
廿
三
日
物
故
死
在
此
下
（
↓
卜
。
竃
お
）

　
右
部
五
任
左
漏
端
池
陽
鬼
新
王
奇
、
永
初
元
年
四
月
骨
九
日
物
故
死
単
比
下
（
臼
卜
σ
ζ
鳶
）

と
あ
る
。
刑
名
の
前
に
書
い
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
郡
県
名
で
あ
る
が
、
整
理
者
は
「
少
府
若
盧
」
と
い
う
例
が
三
つ
あ
り
（
↓
b
。
ζ
謡
、
三
聖
卜
。
O
、

℃
。
。
ζ
一
刈
）
、
そ
れ
ら
に
郡
県
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
「
細
心
若
盧
」
と
は
獄
名
の
た
め
、
郡
県
名
も
刑
徒
の
本
籍
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

判
決
を
受
け
た
郡
県
の
こ
と
で
あ
る
、
と
す
る
。
た
だ
、
郡
県
名
が
提
示
さ
れ
た
も
の
の
、
郡
名
は
県
の
所
属
を
示
す
た
め
だ
け
に
あ
り
、
判

決
を
下
し
た
の
は
県
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宮
宅
潔
氏
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
県
に
は
必
ず
獄
が
置
か
れ
て
い
た
一
方
、
郡
・
郷
に
は
獄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
あ
っ
た
証
拠
が
見
当
た
ら
な
い
。
語
種
は
全
国
の
獄
の
四
分
の
三
を
占
め
て
お
り
、
県
南
が
善
趣
の
主
な
責
任
者
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
刑
徒
が
冠
し
た
地
名
は
ほ
ぼ
県
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
逸
名
や
、
そ
の
代
わ
り
に
記
さ
れ
た
県
名
が
判
決
地
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
刑
徒
が
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

容
さ
れ
て
い
た
獄
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
幸
い
に
し
て
懸
泉
置
漢
簡
に
は
よ
り
明
確
な
証
拠
が
あ
る
。

　
紳
爵
二
年
某
月
某
日
朔
某
日
、
某
官
佐
甲
將
徒
作
某
言
替
止
口
之
、
某
縣
髭
綴
織
旦
大
男
王
乙
自
書
作
瀟
若
干
歳
、
謹
移
愛
書
、
音
量
書
案
乙
初
意
年
月
臼
、

　
當
減
罪
、
爲
減
報
如
律
令
、
敢
書
之
（
H
u
×
↓
O
ω
8
◎
這
○
。
）

　
神
爵
二
年
（
宿
六
〇
年
）
某
月
某
日
、
某
窟
佐
の
甲
、
徒
を
率
い
て
某
事
を
す
る
者
が
申
し
上
げ
ま
す
。
某
県
の
髭
鉗
城
旦
の
大
男
の
王
乙
が
、
服
役
し
て

　
若
干
年
と
な
っ
た
と
申
し
立
て
ま
し
た
。
謹
ん
で
追
書
を
送
り
、
獄
に
乙
の
初
め
て
裁
判
さ
れ
た
年
月
日
を
調
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
減
罪
す
べ
き
で
あ
れ

　
ば
、
律
令
の
通
り
減
罪
し
て
返
答
し
て
下
さ
い
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
日
論
某
縣
、
署
作
髭
宮
、
書
赫
爵
二
年
某
月
某
日
、
積
瀧
若
干
歳
、
以
來
読
書
有
官
王
道
若
繋
、
當
以
律
滅
罪
（
H
U
×
↓
O
ω
＄
㊥
b
謬
）

　
　
曰
く
、
某
県
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
某
官
で
服
役
し
、
盲
溝
二
年
（
前
月
〇
年
）
某
月
某
日
ま
で
で
合
計
若
干
年
と
な
る
。
裁
判
以
降
、
他
に
告
劾
さ
れ
た
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り
も
し
く
は
拘
莱
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
は
な
い
。
律
に
よ
り
減
罪
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
刑
期
の
規
定
を
満
た
し
た
場
合
に
減
刑
を
申
し
立
て
る
た
め
の
書
式
見
本
で
あ
る
。
「
某
縣
髭
鉗
城
旦
」
と
あ
り
、
そ
し
て
「
論
某

縣
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
刑
徒
の
冠
す
る
地
名
が
判
決
の
下
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

（一

黶j

　
身
元
表
記
の
変
化
か
ら
解
る
よ
う
に
、
一
旦
刑
徒
に
な
る
と
、
戸
籍
上
の
所
属
が
本
籍
地
か
ら
獄
に
移
さ
れ
る
。
も
は
や
良
民
で
は
な
い
た

め
、
身
柄
だ
け
で
は
な
く
、
名
前
も
本
籍
地
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
所
属
先
の
移
動
は
、
判
決
が
成
立
し
た
時
点
で
行
わ
れ
る
と
思

わ
れ
る
。
金
関
漢
簡
に
は
獄
囚
の
出
入
記
録
が
あ
る
。

　
図
獄
囚
大
男
富
里
漏
遂
、
年
六
十
二
、
長
七
尺
屠
（
刈
G
Q
国
｝
↓
H
O
一
N
心
り
）

こ
こ
で
飽
食
が
表
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
掲
の
刑
徒
と
対
照
的
で
あ
る
。
未
決
囚
が
未
だ
本
籍
地
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
有
名
な
漢
置
去
の
詔
書
に
は
「
其
れ
郡
國
に
令
し
、
歳
ご
と
に
繋
囚
の
掠
答
若
し
く
は
痩
を
以
て
死
せ
る
者
の
坐
す
る
所
・
名
・
縣
・
爵
・

里
を
上
げ
し
む
」
（
『
漢
書
』
宣
帝
紀
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
縣
爵
里
」
を
保
有
し
て
い
る
の
も
、
判
決
を
受
け
て
い
な
い
「
繋
囚
」
だ
か
ら

で
あ
る
。

　
判
決
地
は
刑
徒
と
し
て
再
生
し
た
場
所
と
言
え
る
。
そ
れ
が
身
元
表
示
と
し
て
用
い
ら
れ
る
原
因
は
、
ひ
と
え
に
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
判
決
地
は
刑
徒
の
本
籍
地
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
前
掲
の
墓
誌
縛
「
右
部
無
任
南
陽
祁
長
城

旦
謝
金
」
な
ど
に
お
け
る
諸
要
素
の
組
合
せ
に
注
目
す
れ
ば
、
「
右
部
漏
は
刑
徒
が
所
属
す
る
労
役
作
業
の
管
理
機
関
、
「
無
脳
脱
は
刑
徒
の
資

⑥格
、
そ
の
後
ろ
に
判
決
地
・
刑
名
・
名
前
が
つ
い
て
い
る
。
吏
卒
名
籍
の
「
無
傷
墜
戌
卒
居
延
昌
里
公
乗
滋
雨
」
（
一
G
Q
卜
。
・
G
Q
）
「
止
北
墜
長
居
延

累
山
璽
公
乗
徐
股
漏
（
ω
O
・
一
①
）
、
つ
ま
り
「
官
署
＋
職
名
＋
本
籍
地
＋
爵
位
＋
名
前
」
と
い
う
組
合
せ
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
確
か
に

判
決
地
は
本
籍
地
に
近
い
性
質
を
も
ち
、
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
服
役
地
に
比
べ
れ
ば
、
基
本
的
に
安
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
す
れ
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ば
、
刑
徒
が
も
と
の
本
籍
地
か
ら
除
名
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
個
人
情
報
は
判
決
地
に
集
中
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
少
な
く
と
も
刑
徒
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
記
録
i
判
決
の
経
緯
や
日
付
な
ど
は
、
判
決
地
に
残
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
の
林
泉
置
漢
簡
は
分
析
す
る
に
値
す
る
。
は
っ
き

り
し
た
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
「
謁
令
訓
言
乙
初
論
年
月
日
、
當
減
罪
、
爲
減
報
如
律
令
偏
に
お
け
る
「
獄
」
は
、
「
某
県
」
す
な
わ
ち
判
決
地

の
獄
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、
判
決
が
出
さ
れ
て
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
年
月
を
経
て
い
る
の
か
、
他
の
告
訴
が
あ
る
の
か
に

つ
い
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
し
て
減
刑
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
も
と
も
と
の
判
決
を
下
し
た
獄
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
獄
が
刑
徒
の
「
本
籍
地
」
、
刑
徒
の
記
録
を
集
約
的
に
管
理
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
宮
田
潔
氏
「
「
司
空
」
小
考

一
秦
漢
時
代
に
お
け
る
刑
徒
管
理
の
…
斑
　
　
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
論
旨
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
し
か
し
根
本
的
な
問

題
意
識
は
異
な
っ
て
い
る
。
最
も
重
要
な
の
は
、
「
本
籍
地
」
と
「
刑
徒
」
の
定
義
で
あ
る
。
宮
遷
氏
が
言
う
刑
徒
の
「
本
籍
地
」
と
は
刑
徒

の
労
働
力
を
管
掌
・
運
用
す
る
機
関
で
あ
り
、
戸
籍
と
の
関
係
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
本
稿
で
は
議
論
の
便
を
図
る
た
め
に
、
「
刑

徒
」
の
範
囲
を
司
冠
・
謀
臣
妾
刑
以
上
、
本
籍
地
と
爵
位
が
剥
奪
さ
れ
た
も
の
に
限
定
し
て
い
る
。
子
馬
氏
が
刑
徒
の
例
と
し
て
挙
げ
た
「
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

貨
」
の
よ
う
な
債
務
返
済
の
た
め
一
時
的
に
労
働
す
る
者
は
こ
の
定
義
に
合
致
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
刑
徒
」
の
「
本
籍
地
」
が
司
空

か
ら
獄
へ
転
換
し
た
と
い
う
宮
宅
氏
の
結
論
は
、
本
稿
の
検
討
と
は
食
い
違
う
。
後
文
で
論
じ
る
よ
う
に
、
刑
徒
の
本
籍
地
は
秦
漢
を
通
じ
て

判
決
を
下
し
た
獄
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
刑
徒
は
戸
籍
か
ら
削
除
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
刑
期
が
終
わ
り
、
良
民
に
戻
れ
ば
、
新
た
に
戸
籍
を
取
得
す
る
は
ず
で
あ
る
。
金
関
漢
簡
に
あ

る
伝
は
興
味
深
い
。

　
河
平
四
年
二
月
甲
申
朔
丙
午
、
倉
薔
夫
望
敢
言
之
。
故
愚
案
原
城
陽
宜
里
王
禁
悪
言
二
年
欝
欝
居
延
、
犯
法
論
、
會
正
月
甲
子
赦
令
、
免
爲
庶
人
、
願
蹄
故

　
縣
。
謹
案
童
謡
、
徒
事
已
、
民
宿
、
謹
故
里
爲
封
催
検
、
縣
次
鼠
食
、
給
法
呼
量
得
、
磁
壁
過
所
津
關
、
母
苛
留
止
、
原
城
墨
描
、
密
書
之
。
二
月
丙
午
、

　
居
令
博
移
過
所
、
如
律
令
。
橡
宣
、
薔
夫
望
、
佐
忠
（
認
ヨ
↓
ω
”
韻
）

　
河
平
四
年
（
前
二
五
年
）
二
月
甲
申
朔
丙
午
（
二
十
三
日
）
、
倉
人
夫
の
望
が
申
し
上
げ
ま
す
。
も
と
魏
郡
原
城
陽
宜
里
の
王
禁
が
申
し
立
て
る
に
は
、
「
二
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年
に
屯
戌
し
て
居
延
に
属
し
ま
し
た
が
、
犯
罪
で
刑
に
処
さ
れ
ま
し
た
。
正
月
甲
子
の
赦
令
に
会
い
、
庶
人
と
し
て
放
免
さ
れ
ま
し
た
。
故
郷
に
戻
る
こ
と

　
を
願
い
ま
す
」
と
。
謹
ん
で
調
べ
る
に
、
律
に
は
「
徒
の
役
務
が
終
わ
り
、
糧
食
が
な
け
れ
ば
、
元
の
行
政
罰
が
謹
ん
で
三
略
を
封
じ
、
県
が
順
次
給
食
し
、

　
法
に
定
め
ら
れ
た
分
を
与
え
る
」
と
あ
り
ま
す
。
通
過
す
る
津
・
関
に
送
り
、
足
止
め
し
な
い
よ
う
に
し
て
頂
き
た
い
。
原
城
の
官
庁
に
取
り
扱
い
を
依
頼

　
す
る
。
以
上
申
し
上
げ
ま
す
。
二
月
丙
午
（
二
十
三
日
）
、
居
延
県
令
の
博
が
通
過
す
る
機
関
に
送
り
、
律
令
の
通
り
に
し
て
頂
き
た
い
。
橡
の
宣
、
畜
夫

　
の
望
、
佐
の
忠
。

王
禁
は
赦
令
を
蒙
り
、
庶
人
の
身
分
に
復
し
た
た
め
、
「
髭
勝
城
旦
」
と
い
っ
た
刑
名
は
も
は
や
身
元
表
示
と
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し

本
籍
地
も
未
だ
取
り
戻
し
て
い
な
い
。
新
た
な
本
籍
地
は
自
由
に
選
べ
る
の
か
、
疑
問
が
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
元
の
本
籍
地
に
戻
る
こ

と
は
許
可
さ
れ
る
。
ま
た
服
役
地
が
辺
境
に
あ
る
場
合
、
現
地
に
残
り
戸
籍
を
取
得
す
る
こ
と
も
奨
励
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
に
せ
よ
、

王
禁
が
帰
郷
旅
行
の
終
点
で
あ
る
原
城
県
に
到
着
す
れ
ば
、
改
め
て
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
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（
三
）

　
こ
れ
ま
で
の
行
論
で
は
、
意
識
的
に
漢
文
帝
期
以
前
の
史
料
を
避
け
て
き
た
。
周
知
の
よ
う
に
文
帝
は
画
期
的
な
飛
制
改
革
を
行
い
、
刑
徒

に
多
大
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
て
お
り
、
当
然
そ
の
前
後
は
分
け
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
刑
徒
の
本

籍
地
が
判
決
を
受
け
た
県
に
移
さ
れ
る
こ
と
は
、
改
革
の
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
図
臼
月
己
亥
朔
辛
丑
、
倉
守
敬
敢
言
之
、
令
下
館
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
m
凶
獄
、
還
遷
陵
隷
臣
郡

　
図
□
□
名
吏
（
事
）
、
乞
坐
、
遣
言
。
㊥
問
之
有
名
吏
（
事
）
、
定
　
　
　
　
　
図
故
旬
陽
隷
臣
、
畳
語
為

　
図
臼
□
史
、
有
還
耐
睾
以
上
、
澱
（
繋
）
遷
陵
未
央
（
決
）
、
母
遣
殴
、
謁
報
覆
　
図
獄
治
所
、
敢
言

　
　
（
○
。
山
念
正
＋
○
。
∴
G
。
O
正
）

こ
れ
は
里
耶
か
ら
出
土
し
て
い
る
秦
代
の
簡
順
で
あ
り
、
な
お
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
前
掲
の
睡
虎
地
響
簡
の
よ
う
な
被
疑
者
の
身
元
確
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認
の
文
書
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
被
疑
者
の
身
分
は
隷
臣
で
あ
り
、
「
名
吏
（
事
）
、
鶏
群
」
「
良
習
有
名
吏
一
事
）
、
定
」
と
い
う
の
は
非
常
に

興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
く
里
耶
秦
簡
に
あ
る
「
名
吏
（
事
）
里
、
重
書
」
（
。
。
山
O
C
。
）
、
「
名
楽
（
事
）
里
、
宣
坐
」
（
。
。
－
一
8
0
）
、
「
名
四

（
事
）
縣
、
宮
坐
」
（
。
。
山
お
。
。
）
に
比
べ
れ
ば
、
明
ら
か
に
刑
徒
は
「
韻
事
里
」
の
「
里
」
（
ま
た
は
県
、
い
ず
れ
も
本
籍
地
の
意
味
）
を
も
っ
て
お

ら
ず
、
「
名
事
」
の
み
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
断
簡
の
た
め
こ
の
例
に
お
け
る
地
名
の
意
義
は
確
認
し
に
く
い
が
、
し
か
し
「
奏
磁
書
」

に
収
録
さ
れ
た
秦
代
の
案
例
に
は
、
判
決
地
が
刑
徒
の
身
元
表
記
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
明
確
な
証
拠
が
あ
る
。

　
鯵
二
年
十
月
癸
酉
朔
戊
寅
、
廷
尉
兼
謂
済
後
議
、
雍
城
山
講
『
（
乞
）
鞠
日
、
故
樂
人
、
居
涛
単
磁
、
不
盗
牛
、
雍
以
講
爲
盗
、
論
者
爲
城
旦
、
不
當
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
覆
之
、
講
不
盗
牛
。
壁
面
（
繋
）
子
縣
、
其
削
壁
以
爲
隠
筥
、
令
自
信
（
尚
）
。
昇
其
於
（
牧
）
。
於
（
牧
）
妻
子
巴
費
者
、
悪
霊
爲
贋
。
吃
牧
已
費
、
以

　
買
（
債
）
昇
之
。
及
除
坐
者
貨
、
貨
已
入
環
（
還
）
之
。
騰
書
雍
。
（
一
凶
山
b
。
G
。
）

　
幽
二
年
十
月
戊
寅
（
六
日
）
、
廷
尉
の
兼
が
涛
膏
夫
に
謂
う
。
雍
の
城
旦
の
講
が
乞
離
し
て
言
う
に
は
、
「
も
と
凱
陣
で
、
海
の
麩
中
に
居
住
し
た
。
牛
を

　
盗
ん
で
い
な
い
の
に
、
雍
県
は
講
を
盗
ん
だ
と
見
な
し
、
鯨
爲
翌
旦
に
当
て
た
。
そ
れ
は
不
当
で
あ
る
」
と
。
再
審
理
し
た
と
こ
ろ
、
講
は
牛
を
盗
ん
で
い

　
な
い
。
講
は
貴
県
に
繋
留
さ
れ
て
い
る
。
講
を
放
免
し
て
隠
窟
と
し
、
自
立
さ
せ
る
。
そ
の
没
収
し
た
も
の
を
返
却
す
る
。
没
収
し
た
妻
・
子
が
す
で
に
売

　
ら
れ
て
い
た
ら
、
官
庁
が
無
言
す
る
。
他
の
没
収
さ
れ
た
も
の
が
売
ら
れ
て
い
た
ら
、
代
価
を
与
え
る
。
連
坐
し
た
者
の
貨
を
免
除
し
、
す
で
に
納
入
し
て

　
　
い
た
ら
返
還
す
る
。
急
ぎ
文
書
で
騰
県
に
連
絡
せ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

雍
県
で
審
理
し
た
案
件
に
お
い
て
、
講
と
い
う
人
（
沼
県
出
身
）
が
盗
難
の
罪
で
「
鯨
爲
城
日
こ
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
講
の
上

訴
と
再
審
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
無
実
の
罪
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
再
審
を
主
宰
し
た
廷
尉
は
、
講
が
服
役
し
て
い
る
暴
富
に
再
審

の
結
論
と
講
の
扱
い
方
を
通
知
し
、
そ
し
て
塗
上
に
も
文
書
を
送
達
す
る
。
講
の
出
身
地
と
服
役
地
は
海
県
な
の
に
、
「
済
城
輪
講
」
で
は
な

く
、
「
雍
城
旦
講
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
刑
徒
が
冠
し
た
の
は
判
決
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
刑
期
が
定
め
ら
れ
た
後
の
段
階
に
お
い
て
は
、
二
年
か
ら
五
・
六
年
の
刑
期
を
経
れ
ば
本
籍
地
が
圃
復
さ
れ
る
た
め
、
戸
籍
の
喪
失
は
一
時

的
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
は
、
回
復
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
徒
の
戸
籍
を
本
籍
地
か
ら
抹
消
し
な
く
て
も
別
に
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不
都
合
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
刑
期
が
定
め
ら
れ
る
前
の
段
階
に
お
い
て
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
秦
と
前
漢
初
期
で
は
、

基
本
的
に
は
す
べ
て
終
身
刑
で
あ
り
、
一
旦
刑
徒
に
な
る
と
良
民
に
も
ど
る
こ
と
の
で
き
る
望
み
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
刑
徒
を
徹
底
的
に
戸

籍
か
ら
削
除
し
、
獄
に
移
籍
す
る
の
も
当
た
り
前
の
考
え
で
あ
っ
た
。
本
籍
地
の
喪
失
と
そ
の
意
義
は
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
す
べ
き
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
刑
期
設
定
以
前
の
段
階
で
、
刑
徒
の
す
べ
て
が
本
籍
地
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
指
摘
し
て
お
か
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
「
司
冠
」
の
場
合
で
あ
る
。
改
革
の
後
、
司
冠
は
鬼
薪
事
典
と
い
っ
た
刑
徒
た
ち
と
同
様
に
獄
に
在
籍
し
て
い
た
。

し
か
し
里
耶
秦
簡
に
は
次
の
よ
う
な
簡
が
あ
る
。

　
成
里
戸
人
司
冠
宜
　
下
妻
簿
（
O
Q
I
｝
O
b
Q
O
Q
）

　
陽
里
戸
人
司
冠
寄
図
（
Q
。
山
潔
O
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
司
冠
は
里
に
属
し
て
お
り
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
戸
主
に
な
る
資
格
も
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
㎝
方
、

他
の
刑
徒
は
黒
や
戸
と
無
関
係
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
秦
と
漢
初
に
お
い
て
、
本
籍
地
を
失
う
の
は
「
刑
徒
」
で
は
な
く
、
「
徒
隷
」
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
と
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。
「
徒
隷
」
は
城
旦
春
・
鬼
鉛
白
藥
・
隷
重
荷
の
総
称
で
あ
り
、
こ
の
呼
称
の
存
在
こ
そ
司
冠
と
他
の
刑
徒
の
相
違

を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
ぜ
暴
発
の
み
が
も
と
の
戸
籍
を
保
つ
権
利
に
恵
ま
れ
た
の
か
。
答
え
は
漢
初
の
門
二
年
律
令
」
紀
律
に
お
け
る
次
の
掌
文
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
隷
臣
妾
・
城
旦
春
・
鬼
薪
白
漿
家
室
居
民
里
中
者
、
以
亡
論
之
。
（
「
二
年
律
令
」
ω
O
刈
）

　
隷
臣
妾
・
城
旦
春
・
鬼
薪
白
案
の
住
居
が
民
里
に
在
れ
ば
、
亡
と
し
て
論
断
す
る
。

隷
臣
妾
・
城
旦
春
・
鬼
薪
白
藥
は
民
法
に
居
住
し
て
は
い
け
な
い
と
定
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
司
冠
は
こ
の
規
制
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
飯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

尾
秀
幸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
隷
臣
妾
・
城
旦
春
・
鬼
薪
白
簗
の
居
場
所
は
必
ず
し
も
民
具
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、

壁
と
門
に
よ
っ
て
民
里
の
外
へ
と
退
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
が
戸
籍
か
ら
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
理
由
は
、
民
里
か
ら
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
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秦漢時代の戸籍と個別入身支配（劉）

に
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
戸
籍
と
い
う
も
の
は
湯
里
に
住
む
人
々
に
対
す
る
支
配
方
法
な
の
で
あ
る
。
一
方
の
司
冠
は
、

民
里
に
住
居
を
も
つ
限
り
、
戸
籍
に
登
録
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
コ
戸
律
」
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
戸
主
に
は
田
虫
を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
司
冠
も
例
外
で
は
な
い
。

　
司
冠
・
隠
官
各
五
十
畝
…
…
其
已
前
爲
戸
面
母
田
鰻
、
田
宅
不
盈
、
得
以
盈
。
（
「
二
年
律
令
」
ω
一
ト
。
－
ω
お
）

　
　
司
冠
・
隠
宮
は
そ
れ
ぞ
れ
五
十
畝
：
…
前
に
す
で
に
戸
主
に
な
っ
た
の
に
田
宅
が
な
い
、
ま
た
は
田
宅
が
規
定
を
満
た
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
充
足
さ
せ
る

　
　
こ
と
を
許
す
。

　
　
司
冠
・
隠
官
半
宅
。
欲
爲
戸
者
、
許
之
。
（
「
二
年
律
令
」
ω
峯
）

　
　
司
冠
・
隠
官
は
そ
れ
ぞ
れ
半
宅
。
戸
主
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
許
す
。

少
な
く
と
も
理
念
上
に
お
い
て
は
、
百
里
に
お
け
る
住
居
の
み
な
ら
ず
、
生
産
手
段
で
あ
る
田
圃
も
戸
ご
と
に
保
証
さ
れ
て
い
た
。
戸
籍
、
里

居
、
田
宅
は
三
位
一
体
と
言
え
る
。
徒
立
が
追
い
出
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
自
作
農
の
体
系
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
多
く
の
先
行
研
究
が
言
う
通
り
、
漢
初
ま
で
城
旦
春
・
鬼
薪
白
蟻
・
寵
臣
妾
・
司
冠
と
い
う
刑
は
様
々
な
要
素
で
軽
重
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
一
連
の
刑
鋼
改
革
に
と
も
な
っ
て
そ
の
区
別
は
薄
ま
っ
て
い
き
、
司
冠
と
徒
隷
は
刑
期
の
長
さ
だ
け
が
異
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

臆
面
が
戸
籍
か
ら
削
除
さ
れ
る
制
度
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
な
か
で
、
司
冠
の
み
が
戸
籍
を
保
持
し
て
い
る
の
は
不
都
合
で
あ
り
、
最
終
的
に
は

司
冠
と
本
籍
地
の
繋
が
り
も
切
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
経
緯
が
想
像
さ
れ
る
。

　
①
こ
こ
で
は
槻
漢
旧
儀
㎞
に
記
載
さ
れ
る
刑
期
に
従
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
武
帝
期
　

④
冨
谷
至
「
刑
徒
墓
の
概
要
と
分
析
」
（
同
氏
前
掲
『
秦
漢
刑
罰
制
度
の
研
究
』
）
。

　
に
定
め
ら
れ
た
も
の
と
籾
山
明
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
籾
山
明
「
秦
漢
刑
罰
史
研

　
究
の
現
状
一
刑
期
を
め
ぐ
る
論
争
を
中
心
に
一
」
（
前
掲
同
氏
『
中
國
古
代

　
の
訴
訟
制
度
の
研
究
』
）
。

②
　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
漢
魏
洛
陽
故
城
南
郊
暴
漢
刑
徒
墓
地
惣
（
文

　
物
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
。

③
宮
宅
潔
前
掲
論
文
「
「
司
空
」
小
考
」
。

⑤
張
俊
民
「
敦
焼
縣
泉
置
探
方
↓
O
ω
8
出
土
簡
腰
概
述
」
（
長
沙
市
文
物
考
古
研

　
究
所
編
網
長
沙
三
国
呉
簡
盤
百
年
来
簡
吊
発
現
与
研
究
国
際
学
術
研
討
会
論
文

　
集
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）
。

⑥
発
掘
報
告
書
は
、
「
右
部
」
は
盗
作
大
匠
の
右
部
、
「
無
任
」
は
技
能
が
な
い
刑

　
徒
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
「
五
任
」
は
五
種
の
技
能
を
も
つ
刑
徒
の
こ
と

　
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
冨
谷
至
氏
は
「
無
任
」
は
連
帯
保
証
が
な
い
こ

31 （853）



　
と
だ
と
し
て
い
る
。
冨
谷
至
前
掲
論
文
。

⑦
た
と
え
ば
臨
漣
県
か
ら
出
土
し
て
い
る
秦
代
墓
誌
瓦
文
に
「
閑
（
蘭
）
山
居
貨

　
便
里
不
更
牙
」
（
拓
片
お
一
）
と
あ
り
、
居
貨
は
本
籍
地
と
爵
位
を
保
有
し
て
い

　
る
。
衷
伸
一
『
秦
代
陶
文
㎏
（
三
冬
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
。

⑧
　
陶
安
・
陳
剣
氏
は
「
於
」
は
「
収
」
の
誤
写
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

　
従
来
の
解
釈
よ
り
筋
が
通
っ
て
い
る
。
飛
鳥
・
隙
二
巴
奏
講
書
校
読
札
記
」
（
『
出

　
土
文
献
与
古
文
字
研
究
（
第
四
輯
）
幽
上
海
古
狸
出
版
社
、
二
〇
＝
年
）
。

⑨
「
農
済
藩
中
」
は
「
故
樂
入
」
の
門
止
」
掌
を
受
け
て
お
り
、
つ
ま
り
「
も
と

　
は
沼
県
の
薩
中
に
住
ん
で
い
た
偏
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
講
が
父
親
と

　
同
居
し
、
父
親
が
済
県
の
門
番
を
し
て
い
た
こ
と
も
、
講
が
済
県
に
住
ん
で
い
た

　
証
拠
で
あ
る
。

⑩
聯
帯
か
ら
出
土
し
て
い
る
宣
帯
期
の
簡
に
「
司
冠
大
男
馬
素
世
、
故
魏
郡
内
黄

　
共
里
」
（
H
O
×
↓
O
ω
8
㊥
＝
㊤
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
ら
か
に
司
冠
は
戸
籍
を

　
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
張
俊
民
前
掲
論
文
。

⑪
里
耶
秦
簡
δ
ふ
に
席
織
先
盛
行
結
城
卒
・
隷
餅
盤
・
高
樹
春
・
鬼
薪
白
案
・

　
居
貨
・
言
責
（
債
）
・
司
冠
・
懸
官
・
踵
更
懸
者
。
田
時
習
（
也
）
、
不
断
興
鱒
首
。

　
嘉
、
谷
、
尉
各
謹
案
所
部
縣
卒
・
徒
話
・
居
貨
・
順
応
（
債
）
・
司
勉
・
隠
官
・

　
践
更
縣
者
簿
…
…
偏
と
あ
り
、
前
後
の
リ
ス
ト
を
対
照
す
る
と
、
「
二
歳
」
と
い

　
う
の
は
隷
臣
妾
・
城
旦
春
・
鬼
薪
白
麹
の
総
称
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
湖
晶
隅
省
文
物
考
古
研
究
所
刷
『
里
耶
発
掘
報
出
山
』
　
（
岳
麓
歳
日
社
、
　
二
〇
〇
鵡
ハ
隔
牛
）
。

⑫
「
家
竈
」
は
門
家
族
」
と
「
隠
居
」
の
両
説
が
あ
る
。
家
族
の
意
味
で
あ
れ
ば
、

　
ど
の
範
囲
の
家
族
な
の
か
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、
羅
文
と
し
て
は
考
え
に
く
い
。

　
宮
宅
潔
氏
は
刑
制
全
般
を
考
え
た
上
、
前
説
を
修
正
し
「
住
居
」
と
し
て
い
る
が
、

　
「
佐
敷
扁
が
民
里
に
「
居
る
扁
と
い
う
表
現
が
不
自
然
で
抵
抗
が
あ
っ
た
と
述
べ

　
て
い
る
。
三
宅
潔
「
労
役
刑
体
系
の
構
造
と
変
遷
扁
（
同
氏
前
掲
『
中
国
古
代
刑

　
制
史
の
研
究
紬
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
漢
代
の
典
籍
に
建
物
な
ど
が
ど
こ
か
に

　
門
居
る
」
と
い
う
罵
法
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
と
え
ば
『
漢
書
』
衷
撮

　
磁
錯
列
伝
に
は
「
内
史
信
望
太
上
瓦
壊
中
」
、
黒
海
伝
に
は
「
上
唇
庭
面
旧
里
、

　
居
家
西
團
難
翁
舎
南
」
、
津
賢
伝
に
は
門
廟
宜
～
暦
京
師
」
と
あ
る
。

⑬
飯
尾
秀
幸
「
秦
・
前
漢
初
期
に
お
け
る
里
の
内
と
外
－
牢
獄
成
立
前
史

　
1
」
（
太
田
幸
男
・
多
田
猜
介
編
『
中
国
前
近
代
史
論
冬
日
汲
古
語
院
、
二
〇

　
〇
七
年
〉
。

⑭
例
え
ば
石
岡
浩
「
収
制
度
の
廃
止
に
み
る
前
漢
文
臣
刑
法
改
革
の
発
端
－
爵

　
制
の
混
乱
か
ら
刑
罰
の
破
綻
ヘ
ー
」
（
凹
歴
史
学
研
究
』
八
〇
五
、
二
〇
〇
五

　
年
）
。
陶
画
あ
ん
ど
職
階
漢
刑
罰
体
系
の
研
究
㎞
（
創
文
社
、
一
一
〇
〇
九
年
）
第
二

　
章
。
富
宅
潔
前
掲
論
文
「
「
司
空
」
小
郡
4
5
」
。
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む
す
び
に
か
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
個
別
人
身
支
配
の
手
段
と
し
て
、
戸
籍
制
度
は
地
縁
的
関
係
を
利
用
し
た
支
配
方
法
で
あ
り
、
人
間
を
土
地
に
繋
げ
て
把
握
す
る
と
い
う
特

微
が
看
取
で
き
る
。
そ
の
た
め
以
上
の
本
論
で
は
本
籍
地
に
関
す
る
三
つ
の
問
題
を
挙
げ
て
、
秦
漢
時
代
に
お
け
る
支
配
形
態
の
一
端
を
論
じ

た
。

第
～
節
で
は
、
本
籍
地
が
身
元
表
記
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
れ
は
、
本
籍
地
に
保
存
さ
れ
る
記
録
を
参
照
す
る
た
め
の
も
の



秦漢時代の戸籍と個別人身支配（劉）

で
あ
り
、
個
人
情
報
の
鍵
と
言
っ
て
も
過
雷
で
は
な
い
。
と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
籍
地
に
は
所
轄
す
る
民
の
様
々
な
名
籍
が
具
え
ら
れ
て
お
り
、

ど
こ
の
行
政
官
庁
も
、
あ
る
人
の
本
籍
地
さ
え
解
れ
ば
、
文
書
｝
通
で
そ
の
過
去
の
履
歴
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
方
、
個
人
記

録
が
遺
漏
な
く
本
籍
地
に
集
ま
る
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
に
、
特
別
な
工
夫
も
為
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
裁
判
を
受
け
た
場
合
、
審
理
の
結
果

は
当
人
の
本
籍
地
へ
通
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
文
書
行
政
と
本
籍
地
制
度
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
畏
は
ど
こ
へ
移

動
し
よ
う
と
そ
の
過
去
の
出
来
事
を
隠
匿
す
る
こ
と
が
で
ず
、
完
全
に
国
家
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
民
の
移
動
は
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
決
し
て
制
限
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
審
査
は
本
籍
地
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ

ゆ
え
第
二
節
に
は
伝
を
分
析
し
、
県
・
郷
・
里
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
。
取
伝
者
が
、
訊
問
の
た
め
に
拘
束
す
べ
き
人
物
な
の
か
、
逃
亡
者

な
の
か
、
賦
役
を
滞
納
し
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
郷
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
た
。
郷
が
そ
れ
を
審
査
し
得
る
の
は
、
郷
が
各
種
の
簿
籍

を
編
纂
し
て
管
理
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
審
査
は
専
ら
簿
籍
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
郷
は
簿
籍
を
県
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
県
は
簿
籍
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
郷
の
仕
事
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
里
は
落
籍

を
扱
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
伝
の
審
査
に
ほ
ぼ
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
第
三
節
で
は
、
本
籍
地
か
ら
追
放
さ
れ
た
刑
徒
に
目
を
向
け
た
。
刑
徒
の
身
元
表
記
は
出
身
の
本
籍
地
で
は
な
く
判
決
地
で
あ
り
、
そ
れ
は

刑
徒
に
戸
籍
が
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
戸
籍
は
里
に
居
住
す
る
年
々
を
対
象
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
刑
徒
は
里
か
ら
追
い
出
さ

れ
た
た
め
、
戸
籍
か
ら
も
消
し
去
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
判
決
地
が
新
し
い
本
籍
地
と
し
て
機
能
し
、
刑
徒
の
平
人
記
録

は
判
決
地
に
送
ら
れ
た
り
求
め
ら
れ
た
り
し
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
個
別
人
身
支
配
と
は
、
～
般
的
に
は
個
人
を
徴
税
単
位
と
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
経
済
的
な
配
慮
の
他
、
治
安
的
な
配

慮
も
帝
国
の
統
治
を
維
持
す
る
た
め
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
個
別
人
身
支
配
を
徹
底
す
れ
ば
、
社
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
容
易
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
以
上
の
考
察
に
基
づ
け
ば
、
秦
漢
帝
国
の
個
別
人
身
支
配
は
簿
籍
と
文
書
に
高
度
に
依
存
し
て
い
た
と
言
え
る
。
煩
預
を
い
と
わ

ず
に
様
々
な
簿
籍
を
編
纂
し
、
そ
し
て
効
率
的
な
文
書
伝
達
系
統
を
構
築
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
広
大
な
帝
国
で
、
個
別
人
身
支
配
を
実
行
す
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る
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
、
里
の
役
割
を
論
じ
た
際
に
触
れ
た
よ
う
に
、
文
書
行
政
体
制
の
他
に
も
、
直
接
的
な
人
間
関
係
に
よ
る
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

手
段
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て
筆
者
が
検
討
を
加
え
た
連
坐
制
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
人
間
関
係
に
よ
る
民
の
把
握
手
段
が
如
何
に
活
用

さ
れ
て
い
た
の
か
、
文
書
行
政
に
よ
る
把
握
手
段
と
如
何
に
組
み
あ
わ
さ
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し

た
い
。

　
①
　
前
稿
に
示
す
よ
う
に
、
「
戸
」
は
同
居
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
地
縁
的
組
織
　
　
　
　
　
一
一
、
二
〇
一
一
年
）
。

　
　
で
あ
っ
た
。
劉
欣
寧
「
秦
漢
律
に
お
け
る
同
居
の
達
坐
」
（
阿
東
洋
史
研
究
』
七
〇
　

②
上
掲
論
文
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
　
研
究
助
理
）
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The　Household　Registration　System　and　the　Control　of　lndividuals

　　　　　during　the　Qin　and　Han　Periods：　On　the　Legal　Domicile

by

LIU　Hsinning

　　It　is　said　that　the　establishment　of　the　household　registration　system　in

China　provided　the　opportunity　for　the　state　to　complete　its　coRtrol　over

individuaL　lt　was　during　the　Qin－Han　period　that　household　registration

system　first　attained　maturity，　and　thus　it　is　the　most　appropriate　period　for

considering　the　original　form　of　the　system．　This　article　employs　newly

dlscovered　wooden　record　slips　to　exp｝icate　the　control　of　lndividuals　during

the　Qin－HaR　period　chiefly　using　the　concept　of　legal　domicile　found　in　the

household　registration　system．　First，　1　focus　on　the　fact　that　tke　legal

domicile　constituted　one’s　official　identity，　lt　caR　be　surmised　that　this　is

linked　to　records　preserved　at　the　legal　domicile．　lndividual　information

necessary　to　rule　the　populace　was　concentrated　at　the　iegal　domicile，　aRd　if

aRy　govemment　office　knew　a　person’s　legal　domicile，　it　would　be　possible　to

obtain　the　persoR’s　personal　history　by　a　single　letter　to　the　legal　domicile，

On　the　other　hand，　in　order　for　an　individual’s　eRtire　record　to　be　assembled

in　the　legal　domicile，　special　measures　were　implemented．　For　example，　the

results　of　a　trial　would　have　to　be　reported　to　the　legal　domicile　of　the

person　involved．　ln　this　way，　wherever　a　person　were　to　move，　the　events　in

his　or　her　past　could　not　be　concealed，　and　they　were　completely　in　the

grasp　of　the　state．　Next，　I　analyze　the　internal　passport（伝）and　clarify　the

role　of　the　prefecture，　district，　and　village．　The　district　would　iRvestigate

whether　a　passport　appHcant　should　be　detained　for　questioning，　whether　he

or　she　was　a　fugitive，　or　whether　his　or　her　taxes　had　been　paid．　The　reason

that　the　district　was　able　to　carry　ottt　the　investigation　was　that　the　district

compiled　and　managed　various　types　of　registers．　However，　the　prefecture

could　look　over　registers　in　the　prefecture　and　check　the　work　of　the　district

when　necessary．　On　the　other　hand，　the　villages　did　not　keep　registers　and

used　different　measures　to　grasp　the　circumstaRces　of　people．　Finally，　1　tum

my　attention　to　convicts　who　were　banished　from　their　legal　dornicile，　The

convict’s　official　identity　was　associated　with　the　place　of　conviction，　not　the
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legal　domicile，　which　indicates　that　a　convict　did　not　have　a　household

registration．　The　objects　of　the　compilation　of　household　registrations　were

people　residing　in　the　villages，　and　because　convicts　were　banisked　from　the

village，　they　also　had　to　be　erased　from　the　household　record．　lt　can　be

surmlsed　that　the　place　of　conviction　instead　became　the　location　where　an

individual’s　records　were　kept．　ln　short，　the　control　of　individuals　during　the

period　of　the　QiR－Han　empire　relied　in　great　measure　on　registers　and　the

communication　system．　Because　various　kinds　of　registers　were　compiled

relentlessly，　and　a　system　of　efficient　communication　was　coRstructed　，　the

control　of　individuals　could　be　carried　out　across　the　far－flung　empire．

The　System　of　Rule　in　the　Regions　of　Hexi　and　Foreign　Policy

　　　　　　　　　　　　　　　during　the　Period　of　Dou　Rong

by

NOGUCHI　Yu

　　Records　on　wooden　slips　from　the　period　of　the　rule　of　Do慧Rong贅融in

Hexi，　which　have　not　been　sufficiently　studied，　have　been　used　to

reconstruct　the　system　of　the　Former　Han　Dynasty．　This　is　a　result　of　a

failure　to　sufficiently　study　the　unique　character　of　the　rule　during　the　Dou

Rong　period．　This　article　examines　in　three　sections　the　system　of　rule　in

Hexi　during　the　Dou　Rong　period　as　well　as　its　structure　and　character．

　　In　the　first　section，　1　emphasize　the　circumstances　of　the　founding　of　the

regime　established　by　Dou　Rong　・and　the　social　circumstances　in　Hexi．　I

demonstrate　the　following　two　poiRts　in　my　examination．　First，　1　show　that

the　regime　established　by　Dou　Rong　was　a　regime　that　emphasized　mi｝itary

affairs　based　on　the　military　system　of　the　Former　Han，　Second，　1　show　that

the　Hexi　regions　ruled　by　Dou　Rong　were　saddled　by　two　problems－that　of

populatioR　increase　and　that　of　economic　turmoi｝．

　　IB　the　second　section，　1　place　special　attention　to　the　re－organization　of　the

military　and　administrative　structure　of　the　system　of　rule　established　by

Dou　Rong．　As　a　result，　1　was　able　to　demonstrate　the　following　three　points．

First，　1　demon＄trate　that　duriRg　the　Dou　Rong　period　the　office　of　the　chief

commandant都尉府，　whlch　had　been　a　s曲ordinate　o登ice　under　the　office　of
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